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ア
ト
リ
ー
労
働
党
政
権
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
形
定
住
政
策
　
一
九
四
六
～
四
九

薄、
γ

上

宏

美

【
要
約
】
　
一
九
四
六
年
五
月
、
ア
ト
リ
ー
政
権
は
旧
亡
命
政
府
系
ポ
ー
ラ
ン
ド
軍
の
解
体
と
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
受
け
入
れ
を
決
定
し
た
。
従
来
、
こ
の

ポ
ー
ラ
ン
ド
兵
は
、
労
働
力
不
足
と
人
口
減
少
へ
の
懸
念
を
背
景
に
同
政
権
が
積
極
的
に
受
け
入
れ
た
「
白
人
」
外
国
人
労
働
力
集
団
の
一
つ
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
、
彼
ら
に
な
さ
れ
た
再
定
住
支
援
は
門
白
人
」
移
民
に
対
す
る
同
政
権
の
歓
迎
姿
勢
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

本
稿
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
同
政
権
が
行
っ
た
外
国
人
労
働
力
募
集
政
策
は
期
間
も
対
象
も
限
定
さ
れ
た
政
策
で
あ
っ
て
、
「
白
人
扁
で
あ
っ
て
も

無
条
件
に
歓
迎
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
に
対
す
る
同
政
権
の
再
定
住
支
援
は
特
殊
な
歴
史
的
事
情
を
背
景
と
し
て
お
り
、
労

働
力
不
足
と
い
う
要
因
の
み
で
は
説
明
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
新
た
な
外
国
人
労
働
力
の
投
入
に
際
し
、
労
働
党
を
基
盤
と
す
る
ア
ト
リ
ー
政
権
は
、
国

内
世
論
と
の
関
係
で
慎
重
な
対
応
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
〇
巻
五
号
　
二
〇
〇
七
年
九
月

は
　
じ
　
め
　
に

一
九
四
六
年
五
月
二
二
日
、
イ
ギ
リ
ス
外
相
ベ
ヴ
ィ
ン
（
国
H
P
Φ
ω
け
H
W
Φ
く
一
⇒
）
は
下
院
に
お
い
て
二
〇
万
以
上
に
の
ぼ
る
イ
ギ
リ
ス
指
揮
下
の

旧
亡
命
政
府
系
ポ
ー
ラ
ン
ド
軍
の
兵
士
と
そ
の
家
族
を
イ
ギ
リ
ス
に
受
け
入
れ
、
そ
の
定
住
を
支
援
す
る
た
め
に
イ
ギ
リ
ス
軍
の
非
武
装
組
織

と
し
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
事
定
住
軍
団
（
℃
o
一
δ
ゲ
幻
Φ
ω
Φ
巳
①
ヨ
Φ
三
〇
〇
愚
‘
。
以
下
、
再
定
住
軍
団
）
を
創
設
す
る
と
発
表
し
た
。
定
住
を
前
提
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

こ
れ
ほ
ど
の
規
模
の
外
国
人
を
政
府
主
導
で
受
け
入
れ
る
と
い
う
決
定
は
、
イ
ギ
リ
ス
史
上
例
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
別
稿
で
論
じ
た
よ
う
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に
、
共
産
化
が
進
む
本
国
の
体
制
に
従
わ
ず
、
ソ
連
圏
の
国
々
か
ら
「
フ
ァ
シ
ス
ト
」
と
し
て
反
英
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
材
料
に
も
さ
れ
て
い
た

こ
の
軍
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
対
外
政
策
上
「
厄
介
」
な
存
在
に
な
っ
て
い
た
。
四
六
年
六
月
に
イ
タ
リ
ア
で
制
憲
議
会
選
挙
と
政
体
決
定
の

国
民
投
票
が
実
施
さ
れ
る
の
を
受
け
、
共
産
勢
力
の
強
い
イ
タ
リ
ア
の
政
治
情
勢
に
こ
の
軍
が
与
え
る
影
響
を
懸
念
し
た
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
、

撤
収
が
必
要
に
な
っ
た
イ
タ
リ
ア
駐
留
ポ
ー
ラ
ン
ド
部
隊
（
第
二
軍
団
、
約
二
万
人
）
の
受
け
入
れ
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
を
機
に
、
終
戦

後
一
年
以
上
も
放
置
し
て
い
た
旧
亡
命
政
府
系
ポ
ー
ラ
ン
ド
軍
の
解
体
に
踏
み
込
む
こ
と
を
決
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
果
、
ア
ト
リ
ー

政
権
は
、
当
初
＝
ハ
万
人
ほ
ど
に
の
ぼ
る
と
予
測
さ
れ
た
共
産
化
す
る
祖
国
へ
の
帰
国
を
拒
否
す
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
兵
を
、
再
定
住
軍
団
を
通
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

て
英
国
内
で
除
隊
さ
せ
定
住
外
国
人
と
し
て
国
内
に
吸
収
す
る
と
い
う
課
題
に
直
面
す
る
。
こ
こ
に
イ
ギ
リ
ス
史
上
初
め
て
、
政
府
主
導
に
よ

る
制
度
的
な
外
国
人
の
再
定
住
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
イ
ギ
リ
ス
の
移
民
史
に
お
い
て
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
再
定
住
政
策
が
行
わ
れ
た
ア
ト
リ
ー
政
権
期
か
ら
五
〇
年
代
に
か
け
て
の
時
期
は
労

働
力
不
足
を
背
景
に
政
府
が
移
民
受
け
入
れ
に
寛
大
で
あ
っ
た
開
放
的
な
時
期
と
す
る
理
解
が
一
般
的
で
あ
り
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
再
定
住
政

策
も
こ
の
文
脈
の
中
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
ア
ト
リ
ー
政
権
期
の
移
民
政
策
を
開
放
的
と
す
る
理
解
に
つ
い
て
は
、
「
カ
ラ
ー
ド
」

移
民
の
研
究
者
に
よ
っ
て
、
国
籍
法
上
は
イ
ギ
リ
ス
臣
民
と
規
定
さ
れ
英
国
へ
の
入
国
権
を
持
っ
て
い
た
「
カ
ラ
ー
ド
」
移
畏
の
流
入
を
同
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

権
が
間
接
的
に
抑
止
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
修
正
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
の
中
で
、
「
カ
ラ
ー
ド
」
移
罠
へ
の
対
応
と
の
比

較
で
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
を
含
む
、
ア
ト
リ
ー
政
権
期
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
の
外
国
人
労
働
力
に
対
す
る
同

政
権
の
支
援
の
積
極
性
を
強
調
し
、
同
政
権
の
外
国
人
労
働
力
政
策
に
「
人
種
」
差
別
性
を
読
み
込
む
研
究
が
出
て
き
た
。
代
表
的
な
研
究
で

あ
る
ポ
ー
ル
の
研
究
は
、
ア
ト
リ
ー
政
権
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
の
外
国
人
労
働
者
を
受
け
入
れ
た
要
因
と
し
て
、
労
働
力
不
足
の
他
に
、
人
口
減

少
へ
の
懸
念
の
中
で
イ
ギ
リ
ス
の
人
口
を
増
大
さ
せ
、
ひ
い
て
は
帝
国
の
維
持
も
図
り
た
い
と
す
る
同
政
権
の
思
惑
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。
彼
女
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
外
国
人
労
働
者
を
、
「
白
人
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
ア
ト
リ
ー
政
権
が
積
極
的
に
受
け
入
れ
、
そ
の
定

住
を
支
援
し
た
「
イ
ギ
リ
ス
人
候
補
（
ぜ
。
8
匿
巴
し
d
H
ぎ
屋
．
．
）
」
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
の
後
の
移
民
研
究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
こ
の
文
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表1　1945年から49年までに英国に入国した外国人の人数と内訳（単位：人）

（1950年3月31日の下院における内務大臣の回答，留学や観光，商用での訪問を除く）

ヨーロッパ志願労働者および人道的理由で受け入れられた難民 100，857

元ポーランド軍メンバーとその家族 12ユ，172

残留が許可された元ドイツ人捕虜 約15，000

定住を認められた元ウクライナ入戦争捕虜 8，000

残留が許可された元イタリア入戦争捕虜 約1，000

雇用許可証制度の下で一時的就労のために入国が許可された外国人 約101，000

Parliamentary　Debates，　Centmons，　5th　ser．，　Vol．472，　Col，87，　31　March　1950

＊　通常ヨーロッパ志願労働者とは難民を対象とした「バルト雛計画」と「西方行計

　画」で渡英した約8万入を指すが，人別的理由で受け入れられた難民が4000人ほどで
　あったことから，ここには帰国を前提にドイツ人，オーストリア人，イタリア人女性

　から募集した諸計画で渡英した約1万4000人も含まれていると考えられる。

脈
で
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
も
、
難
民
か
ら
募
集
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
志

願
労
働
者
な
ど
ア
ト
リ
ー
政
権
期
に
入
国
し
た
他
の
外
国
人
労
働
者
と
と
と
も
に
、
短
期
的

に
は
労
働
力
の
不
足
を
、
長
期
的
に
は
イ
ギ
リ
ス
の
人
口
減
少
を
補
う
「
忍
人
」
外
国
人
労

働
力
と
し
て
ア
ト
リ
ー
政
権
の
歓
迎
を
受
け
、
ス
ム
ー
ズ
に
英
国
内
に
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

集
団
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
な
お
、
ア
ト
リ
ー
政
権
期
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
外
国
人
の
数

と
そ
の
内
訳
に
つ
い
て
は
、
表
1
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
し
か
し
、
以
上
の
見
解
は
ア
ト
リ
ー
政
権
の
外
国
人
労
働
力
政
策
の
正
確
な
分
析
に
基
づ

い
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
戦
後
の
移
民
研
究
の
関
心
が
五
〇
年
代
以
降
に
顕
在
化
す

る
植
民
地
や
英
連
邦
諸
国
か
ら
の
「
カ
ラ
ー
ド
」
移
民
に
集
中
す
る
な
か
で
、
ア
ト
リ
ー
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

権
期
の
「
白
人
」
の
外
国
入
労
働
力
に
関
す
る
研
究
自
体
が
少
な
く
、
各
集
団
に
対
す
る
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

策
の
相
違
も
よ
く
認
識
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
。
ポ
ー
ル
は
、
「
ア
ト
リ
ー
政
権
が
募

集
し
た
外
国
人
労
働
者
は
三
四
万
五
〇
〇
〇
人
に
の
ぼ
り
、
総
額
一
八
一
〇
万
ポ
ン
ド
も
の

費
用
が
投
じ
ら
れ
た
」
と
し
て
「
白
人
」
外
国
人
労
働
力
に
対
す
る
支
援
を
強
調
し
た
が
、

彼
女
自
身
が
別
の
箇
所
で
数
字
を
あ
げ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
う
ち
約
八
割
に
あ
た
る
一
四

六
〇
万
ポ
ン
ド
は
本
稿
で
説
明
す
る
よ
う
な
特
殊
な
事
情
を
持
つ
ポ
ー
ラ
ン
ド
軍
関
係
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

再
定
住
に
費
や
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
労
働
力
不
足
を
補
う
た
め
に
、
そ
し
て
「
人
種
」

的
に
国
内
へ
の
吸
収
が
可
能
で
あ
る
と
の
判
断
に
基
づ
き
ア
ト
リ
ー
政
権
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か

ら
の
外
国
人
労
働
者
に
門
戸
を
開
い
た
と
い
う
理
解
は
大
筋
と
し
て
誤
り
で
な
い
に
し
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

個
々
の
政
策
を
見
た
場
合
に
は
あ
ま
り
に
も
表
面
的
な
理
解
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
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本
稿
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
ア
ト
リ
ー
政
権
の
外
国
人
労
働
力
政
策
は
必
ず
し
も
終
始
～
冷
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
労
働
力
不
足
に

対
す
る
認
識
に
も
変
化
が
あ
っ
た
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
に
対
す
る
政
策
に
つ
い
て
も
、
そ
の
変
動
の
中
で
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
労

働
力
が
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
っ
た
の
か
を
踏
ま
え
た
上
で
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
の
目
的
は
、
ア
ト
リ
ー
政
権
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
に

対
す
る
再
定
住
政
策
の
遂
行
過
程
を
同
政
権
の
外
国
人
労
働
力
政
策
と
の
関
係
を
明
確
に
し
な
が
ら
明
ら
か
に
し
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
再
定
住

政
策
に
対
す
る
先
行
研
究
の
理
解
を
再
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
な
お
、
本
稿
の
議
論
で
中
心
と
な
る
再
定
住
軍
団
は
第
二
次
世
界
大

戦
か
ら
冷
戦
に
至
る
国
際
情
勢
の
変
化
を
背
景
に
成
立
し
た
特
殊
な
組
織
で
あ
っ
た
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、
再
定
住
軍
団
が
い
か
な
る
組
織
で

あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
確
認
し
て
お
き
た
い
。

①
カ
。
げ
Φ
冨
差
乱
Φ
朗
じ
6
§
昼
凄
ミ
喧
四
ミ
鱒
§
い
§
隻
ミ
§
ミ
蒔
・
ミ
§
な
b
d
藁

　
§
互
い
。
巳
8
b
O
O
轟
）
も
．
ω
卜
。
し
。
“

②
　
拙
稿
「
ア
ト
リ
ー
労
働
党
政
権
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
臣
定
住
軍
団
の
編
成
【
九
四

　
五
－
四
六
」
『
史
林
隔
第
八
八
巻
、
第
三
号
（
二
〇
〇
五
年
五
月
）
九
七
－
一
三

　
〇
頁
。

③
代
表
的
な
研
究
と
し
て
、
堅
雪
ω
需
湾
舞
．
日
訂
○
需
p
U
。
。
び
ピ
終
。
霞

　
堵
Φ
巴
ω
餌
巳
卑
三
路
雪
邑
σ
q
第
膏
陣
8
℃
o
ぎ
ざ
一
㊤
ホ
ー
呂
．
層
奪
§
喧
§
冴
魚

　
§
謡
。
ミ
量
く
。
＝
父
一
X
一
り
り
①
）
も
も
b
b
。
よ
一
。

④
貯
薫
Φ
繁
藤
葬
§
貯
§
勉
詠
馬
轟
b
ロ
款
§
鱒
沁
§
§
職
Ω
薄
§
始
§
ミ
§

　
ざ
鮪
§
ミ
肉
ミ
（
H
俘
冨
o
p
一
8
刈
Y

⑤
ア
ト
リ
ー
政
権
の
外
国
人
労
働
力
政
策
全
般
を
ま
と
め
た
研
究
は
ベ
ア
の
研
究

　
し
か
な
い
が
、
彼
の
議
論
は
、
イ
タ
リ
ア
人
労
働
力
に
関
し
て
は
独
自
性
が
あ
る

　
も
の
の
、
そ
の
他
で
は
ポ
ー
ル
の
議
論
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
て
い
る
（
』
o
ω
Φ
菩
b
d
？

　
ぎ
び
．
肉
詫
ミ
ミ
ぎ
誌
ミ
い
．
｝
し
目
ミ
雪
ぎ
ミ
遍
身
容
。
ミ
安
堵
、
ミ
§
§
ひ
竈
＆
－
蝕

　
（
℃
げ
U
■
同
ゴ
①
も
・
誌
Ψ
ご
巳
く
Φ
話
諦
《
o
｛
↓
o
δ
P
樽
ρ
一
㊤
⑩
o
Q
）
）
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
志
願
労
働

　
奢
に
関
し
て
は
、
い
く
つ
か
研
究
が
あ
る
（
碁
笥
聾
Φ
浮
ω
箪
傷
島
。
。
’
．
日
7
Φ
菊
①
－

　
。
。
①
曝
露
①
g
o
｛
U
δ
℃
冨
8
ら
評
「
ω
3
ω
ぎ
夢
Φ
O
葺
＆
要
旨
σ
Q
住
。
ヨ
、
皆
ξ
ミ
§
§

吻
ミ
ミ
爵
く
。
頴
甲
窯
。
■
Q
。
（
一
り
⊂
日
卜
。
y
箸
．
N
O
c
。
－
卜
。
一
宮
ζ
■
b
u
野
芝
一
冨
σ
q
“
．
℃
o
ω
7
毛
費
溺
？

貯
σ
q
①
Φ
ω
ヨ
O
触
Φ
舞
じ
d
「
富
ぎ
、
甲
ミ
ミ
§
§
勲
ミ
蚤
く
巳
．
c
。
”
茗
ρ
N
（
一
〇
綬
y

嵩
b
り
山
郎
こ
。
ぎ
≧
冨
鵠
6
二
目
9
三
貫
肉
ミ
愚
§
w
ぎ
N
ミ
w
§
、
き
薄
ミ
賜
註
じ
ロ
、
賊
－

§
謡
（
竃
鴛
。
ぽ
ω
け
Φ
朗
一
り
㎝
○
。
ど
票
曽
器
区
署
ゆ
誌
”
o
げ
Φ
鳥
ピ
帥
♂
p
肉
魯
α
q
§
ミ

§
§
㌧
ぎ
忌
ミ
¢
拶
肉
ミ
魯
偽
§
§
N
§
§
、
ぎ
幕
ミ
恥
§
b
d
ミ
織
ミ
竜
参
山
穣
N

（
び
o
a
o
戸
6
8
）
）
。
こ
の
う
ち
、
政
府
や
労
働
組
合
の
史
料
に
基
づ
い
て
政
策

を
分
析
し
て
い
る
の
は
、
ケ
イ
と
マ
イ
ル
ズ
の
共
著
の
み
で
あ
る
。

　
～
方
、
英
国
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
に
つ
い
て
は
、
研
究
自
体
は
数
が
あ
る
が
、
関

心
は
亡
命
政
府
や
在
英
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
社
会
の
文
化
、
教
育
活
動
に
集
中
し
て
い

る
（
｝
霞
鎚
N
信
σ
濁
団
O
年
ぎ
駐
詠
辱
ミ
嵩
喧
§
譜
註
b
σ
ミ
ミ
違
解
義
W
寝
魯
ミ
》
ミ
§
㍗

ミ
§
馬
（
国
踏
σ
q
¢
ρ
一
Φ
ま
γ
ω
7
亀
帥
勺
舞
Φ
冨
g
Ψ
．
↓
訂
℃
o
賢
げ
国
圏
♂
O
o
ヨ
ヨ
彰
・

陣
鴇
ぎ
。
σ
葺
北
口
．
§
恥
国
N
慧
沁
ミ
貯
鐸
く
。
ド
く
押
葛
9
ω
（
一
⑩
①
一
）
η
署
6
⑩
め
メ

蒋
ぽ
勺
9
①
し
。
”
》
p
団
臨
冨
O
o
日
華
唇
ξ
賦
じ
d
警
鋤
ヨ
、
三
智
ヨ
霧
ピ
■
≦
簿
。
。
呂
注
‘

し弓

~
竃
§
団
ざ
。
○
ミ
牒
国
ミ
曾
碁
爲
ミ
恥
§
職
窪
き
、
ミ
跨
帖
↓
N
し
d
ミ
§
二
〇
臥
9
負

お
謡
）
罵
マ
曽
町
b
。
禽
）
。
八
九
年
に
で
た
ス
ォ
ー
ド
ら
に
よ
る
研
究
（
囚
鉱
壁

ω
毛
。
益
巴
ご
§
免
凄
§
ミ
§
ド
駄
ミ
鴨
国
N
慧
9
ミ
ミ
§
登
馬
醤
9
鳴
窺
馬
b
σ
款
§
嵩

N
雛
り
奉
遷
O
（
い
。
巳
。
戸
一
Φ
。
。
O
）
）
は
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
政
策
に
も
踏
み
込
み
、
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在
英
ポ
ー
ラ
ン
ド
入
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
過
程
を
ま
と
め
た
。
し
か
し
、
序
文

　
に
「
レ
ポ
ー
ト
」
で
あ
る
と
断
り
が
あ
る
よ
う
に
、
ア
ト
リ
ー
政
権
の
政
策
に
つ

　
い
て
は
概
略
が
述
べ
ら
れ
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。

⑥
よ
く
引
用
さ
れ
る
ポ
ー
ル
の
研
究
で
ア
ト
リ
ー
政
権
期
に
渡
英
し
た
外
国
人
と

　
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
三
四
万
五
〇
〇
〇
人
に
は
、
定
住
を
前
提
と
し
て
政
府
主

　
導
で
受
け
入
れ
が
行
わ
れ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
志
願
労
働
者
と
は
性

　
格
が
異
な
る
、
雇
用
許
可
証
制
度
で
入
国
し
た
人
数
も
含
ま
れ
て
い
る
（
℃
鎖
巳
u

　
o
勺
．
簿
．
w
㌘
①
膳
）
。
ポ
ー
ル
自
身
は
各
集
団
の
相
違
を
認
識
し
て
い
る
も
の
の
、
そ

　
の
歴
史
的
背
景
や
政
策
の
栢
違
を
明
確
に
せ
ず
に
、
す
べ
て
に
つ
い
て
岡
様
に
政

　
府
の
負
担
で
寛
大
な
定
住
支
援
が
行
わ
れ
た
か
の
よ
う
に
門
イ
ギ
リ
ス
人
候
補
」

　
と
位
置
づ
け
て
論
じ
て
い
る
た
め
、
し
ば
し
ば
誤
解
を
生
み
、
「
三
四
万
五
〇
〇

　
○
入
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
志
願
労
働
者
が
募
集
さ
れ
た
」
と
す
る
ウ
ェ
イ
ト
の
研
究
の

　
よ
う
に
、
誤
っ
た
記
述
を
す
る
も
の
も
現
れ
て
い
る
（
幻
8
訂
箆
署
Φ
凶
σ
q
7
戸
き
㍗

　
き
舅
さ
職
§
ミ
§
琳
登
§
ヒ
ロ
℃
§
註
k
℃
さ
心
8
0
（
○
ゲ
固
曲
げ
四
ヨ
噂
鳴
O
O
卜
。
）
も
9
冨
。
。
）
。

⑦
評
鼻
8
■
鼻
ご
や
①
。
。
為
。
。
．

⑧
ベ
ア
は
、
ア
ト
リ
ー
政
権
が
イ
タ
リ
ア
人
の
受
け
入
れ
に
積
極
的
で
は
な
く
、

　
小
規
模
に
行
わ
れ
た
イ
タ
リ
ア
人
労
働
力
の
受
け
入
れ
ば
、
冷
戦
の
な
か
で
余
剰

　
労
働
力
を
抱
え
た
イ
タ
リ
ア
を
西
側
陣
営
に
惹
き
つ
け
て
お
く
た
め
の
政
治
的

　
「
ジ
ェ
ス
チ
ャ
～
」
の
意
味
合
い
が
強
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
じ
d
①
冨
斜

　
o
唱
．
。
ぢ
、
U
言
δ
日
効
。
《
四
巳
国
ω
紹
艮
或
≦
o
贈
品
曽
○
鱒
。
芭
℃
d
「
三
5
。
ケ
囲
Φ
9
忌
マ

　
日
Φ
三
〇
h
閃
o
H
飢
α
Q
p
い
き
〇
二
昌
同
邑
ざ
H
⑩
念
覇
一
㊤
ヨ
ド
§
窒
§
匙
歯
噛
翻
遷
ミ
免
－

　
8
蓑
く
。
口
9
冨
。
．
ω
ス
ト
。
O
O
ω
）
－
箸
．
認
命
。
。
漁
）
。
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第
一
章
　
再
定
住
政
策
の
開
始
と
雇
用
問
題

（
こ
　
ポ
ー
ラ
ン
ド
軍
と
再
定
住
軍
団

　
冒
頭
の
べ
ヴ
イ
ン
声
明
で
創
設
が
発
表
さ
れ
た
再
定
住
軍
団
は
、
急
遽
迫
ら
れ
た
旧
亡
命
政
府
系
ポ
ー
ラ
ン
ド
軍
の
受
け
入
れ
に
対
処
す
る

た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
組
織
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
こ
の
軍
は
大
戦
中
に
イ
ギ
リ
ス
政
府
と
ロ
ン
ド
ン
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
亡
命
政
府
と
の
間
で
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ば
れ
た
協
定
に
基
づ
き
組
織
さ
れ
た
軍
で
、
英
国
内
で
は
同
盟
国
軍
と
し
て
の
法
的
地
位
を
有
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
四
五
年
七
月
、
ヤ
ル

タ
会
談
で
の
合
意
に
基
づ
き
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
ワ
ル
シ
ャ
ワ
に
樹
立
さ
れ
た
共
産
色
の
強
い
ポ
ー
ラ
ン
ド
挙
国
一
致
臨
時
政
府
を
承
認
す
る
と
、

承
認
を
失
っ
た
亡
命
政
府
に
属
す
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
軍
は
そ
の
同
盟
国
軍
と
し
て
の
法
的
根
拠
を
失
っ
た
。
こ
の
軍
の
扱
い
に
つ
い
て
、
イ
ギ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ス
政
府
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
臨
時
政
府
の
指
揮
権
引
き
継
ぎ
要
求
を
「
人
道
」
を
理
由
に
拒
否
し
、
他
方
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
臨
時
政
府
は
四
六
年
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

一
四
日
の
イ
ギ
リ
ス
大
使
館
宛
メ
モ
で
本
国
の
体
制
に
従
わ
な
い
こ
の
軍
の
承
認
停
止
を
官
饗
し
、
そ
の
解
体
を
要
求
し
た
。
そ
れ
で
も
イ
ギ



兵士から外国人労働者へ（溝上）

リ
ス
政
府
は
こ
の
軍
を
指
揮
下
に
お
き
続
け
、
国
内
で
の
駐
屯
も
超
法
規
的
に
認
め
て
い
た
。
し
か
し
、
平
時
に
お
け
る
約
一
一
万
の
イ
タ
リ

ア
駐
留
ポ
ー
ラ
ン
ド
部
隊
の
渡
英
を
前
に
、
ア
ト
リ
ー
政
権
は
法
的
に
管
理
で
き
な
い
外
国
兵
の
集
団
を
放
置
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
、

外
国
兵
に
法
的
規
制
を
か
け
ら
れ
る
よ
う
、
イ
ギ
リ
ス
軍
の
非
武
装
部
隊
で
あ
る
再
定
住
軍
団
を
特
別
に
組
織
し
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
軍
か
ら
移
ら

せ
る
こ
と
で
、
ま
ず
イ
ギ
リ
ス
軍
規
の
適
用
を
可
能
に
し
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
軍
を
漸
進
的
に
解
体
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
軍
に

お
け
る
外
国
籍
兵
士
の
割
合
に
つ
い
て
は
上
限
規
定
（
二
％
）
が
あ
っ
た
が
、
当
時
は
三
九
年
に
制
定
さ
れ
た
国
防
規
定
に
よ
っ
て
こ
の
上
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

規
定
が
暫
定
的
に
撤
廃
さ
れ
て
い
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
は
、
通
常
の
移
民
手
続
き
を
経
ず
に
英
国
へ
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

　
⑤

つ
た
。

　
再
定
住
軍
団
の
主
な
目
標
は
、
帰
国
、
移
民
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
英
国
内
で
就
職
さ
せ
て
自
活
で
き
る
よ
う
に
し
、
定
住
外
国
人

と
し
て
市
民
生
活
に
復
帰
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
一
方
で
、
別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
再
定
住
軍
団
は
国
外
追
放
と
い
う
罰
則
を
科
す
こ
と

が
難
し
い
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
労
働
者
の
管
理
機
関
と
し
て
の
役
割
も
担
っ
て
い
た
。
再
定
住
軍
団
に
入
団
し
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
兵
は
、
労
働
省
の
職

業
紹
介
所
に
登
録
し
て
仕
事
の
紹
介
を
受
け
、
二
年
間
と
さ
れ
た
在
団
期
間
の
途
中
で
あ
っ
て
も
就
職
し
た
時
点
で
「
予
備
役
」
に
退
い
た
。

「
予
備
役
」
と
さ
れ
た
残
り
の
在
団
期
間
、
失
業
し
た
り
労
働
省
の
許
可
な
く
転
職
し
た
り
し
た
場
合
に
は
、
再
定
住
軍
団
に
「
再
招
集
」
さ

れ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
イ
ギ
リ
ス
政
府
に
と
っ
て
再
定
住
軍
団
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
軍
の
解
体
、
吸
収
の
要
と
な
る
機
関
で
あ
り
、
政
府
は
、
渡
英
者
に
つ
い
て
は
再
定

住
軍
団
を
経
由
し
て
除
隊
さ
せ
る
こ
と
を
原
則
に
し
て
い
た
。
特
に
内
務
省
は
、
治
安
上
の
懸
念
か
ら
ポ
ー
ラ
ン
ド
兵
全
員
に
入
団
を
強
制
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

る
立
法
の
検
討
さ
え
求
め
た
。
し
か
し
、
陸
軍
省
が
当
初
、
大
量
の
外
国
兵
を
管
理
す
る
人
員
を
イ
ギ
リ
ス
軍
か
ら
出
せ
な
い
と
し
て
再
定
住

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

軍
団
編
制
に
反
対
し
て
い
た
こ
と
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
軍
に
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
を
強
制
的
に
従
わ
せ
る
力
が
な
か
っ
た
。
ゆ
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
、
ア
ン
デ
ル
ス
司
令
官
（
≦
富
身
ω
富
≦
ぎ
山
①
邑
ら
ポ
ー
ラ
ン
ド
軍
首
脳
の
協
力
を
取
り
付
け
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
外
務
省
は
、
ベ

ヴ
ィ
ン
声
明
前
日
の
二
一
日
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
軍
首
脳
と
会
談
し
協
力
を
要
請
し
て
い
る
。
こ
こ
で
ア
ン
デ
ル
ス
は
協
力
に
同
意
し
た
も
の
の
、
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イ
ギ
リ
ス
政
府
の
措
置
に
納
得
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
軍
と
、
軍
と
共
に
行
動
す
る
亡
命
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
イ
ギ
リ
ス
で
も
維
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

し
た
い
と
の
意
向
を
明
確
に
し
た
。
そ
の
後
も
ポ
ー
ラ
ン
ド
軍
首
脳
の
再
定
住
軍
団
に
対
す
る
不
信
は
残
存
し
て
お
り
、
外
務
省
の
代
表
は

「
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
は
…
…
軍
団
を
一
種
の
”
強
制
収
容
所
”
と
感
じ
て
い
る
」
と
、
内
務
省
主
導
の
実
務
担
当
者
委
員
会
で
述
べ
て
い
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

れ
を
受
け
て
、
陸
軍
省
は
、
「
入
団
圧
力
を
か
け
て
い
る
と
い
う
印
象
を
当
面
与
え
な
い
」
よ
う
求
め
た
。
し
た
が
っ
て
、
入
団
は
ポ
ー
ラ
ン

ド
兵
の
自
発
性
に
委
ね
る
志
願
制
と
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
軍
当
局
と
協
力
し
つ
つ
、
帰
国
か
再
定
住
軍
団
入
団
を
選
択
す

る
よ
う
ポ
ー
ラ
ン
ド
兵
を
誘
導
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
後
述
の
よ
う
に
、
再
定
住
軍
団
の
メ
ン
バ
ー
に
は
イ
ギ
リ
ス
軍
の
一
員
と
し
て
給
与
と

配
給
が
保
障
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
後
に
は
再
定
住
軍
団
は
議
会
か
ら
「
納
税
者
の
負
担
」
で
あ
る
と
し
て
批
判
を
受
け
る
よ
う
に
な

る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
再
定
住
軍
団
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
を
優
遇
す
る
形
で
つ
く
ら
れ
た
背
景
に
は
、
連
合
国
軍
の
一
員
で
あ
っ
た
兵
士
に

対
す
る
報
奨
的
意
味
合
い
の
他
に
、
東
欧
の
共
産
化
の
申
で
西
側
に
取
り
残
さ
れ
た
外
国
の
亡
命
軍
の
受
け
入
れ
に
伴
う
亡
命
勢
力
、
国
内
双

方
に
対
す
る
配
慮
が
あ
っ
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
再
定
住
政
策
は
、
外
国
軍
の
解
体
と
そ
の
兵
士
の
馴
致
の
問
題
と
し
て
出
発
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
に
こ
れ
ら
の
兵
士
の
受
け
皿
の
確
保
は
重
要
で
あ
っ
た
。
次
節
以
降
、
兵
士
の
雇
用
問
題
を
中
心
に
議
論
を
し
て
い
き
た
い
。
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（
二
）
　
再
定
住
政
策
の
開
始
と
障
害

　
前
述
の
よ
う
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
軍
兵
士
の
再
定
住
の
基
準
と
さ
れ
た
の
は
就
職
で
あ
っ
た
。
折
し
も
イ
ギ
リ
ス
は
労
働
力
不
足
を
抱
え
て
お
り
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
吸
収
に
有
利
に
働
く
は
ず
で
あ
っ
た
。
す
で
に
、
四
六
年
二
月
に
ア
ト
リ
ー
政
権
は
外
国
人
労
働
力
委
員
会
を
任
命
し
、
労

働
力
の
不
足
分
を
戦
争
捕
虜
や
西
欧
か
ら
の
契
約
労
働
者
な
ど
臨
時
の
外
国
人
労
働
力
で
補
う
政
策
を
進
め
て
い
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、

こ
の
労
働
力
需
要
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
兵
士
の
吸
収
と
す
ぐ
に
は
結
び
つ
か
な
か
っ
た
。
当
時
、
ア
ト
リ
ー
政
権
が
求
め
て
い
た
労
働
力
は
、
戦

争
捕
虜
労
働
力
の
不
足
を
補
う
た
め
に
臨
時
に
集
団
で
利
用
で
き
る
未
熟
練
の
男
性
労
働
力
で
あ
り
、
定
住
を
前
提
と
し
た
労
働
力
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
兵
士
の
労
働
力
活
用
に
関
し
て
、
受
け
入
れ
が
決
定
さ
れ
る
以
前
の
四
六
年
三
月
、
ア
イ
ザ
ッ
ク
ス
労
相
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（
0
8
H
α
q
Φ
㌘
欝
8
）
は
、
「
暫
定
的
で
短
期
的
な
」
計
画
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
「
現
在
労
働
力
の
不
足
が
深
刻
で
あ
る
の
は
、
農

業
や
工
業
で
の
重
労
働
に
適
し
た
男
性
で
あ
る
。
こ
の
種
の
仕
事
で
の
戦
争
捕
虜
に
対
す
る
需
要
は
、
（
獲
得
で
き
る
人
数
を
）
最
大
に
見
積
も

っ
た
と
し
て
も
、
供
給
可
能
な
人
数
を
七
万
人
以
上
、
血
紅
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
捕
虜
は
、
主
に
農
業
や
建
築
・
土
木
業
…
…
未
熟
練
労
働

な
ど
で
需
要
が
あ
る
。
適
切
な
と
こ
ろ
で
部
隊
に
組
織
し
、
適
当
な
条
件
の
下
で
雇
用
主
が
雇
え
る
よ
う
に
で
き
れ
ば
、
訓
練
抜
き
で
ド
イ
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

人
捕
虜
を
使
う
こ
と
の
で
き
る
こ
れ
ら
の
需
要
す
べ
て
で
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
兵
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
定
住
を
前
提

と
し
た
受
け
入
れ
が
迫
ら
れ
る
中
、
実
態
を
調
査
し
た
労
働
省
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
軍
兵
士
を
即
座
に
労
働
力
と
し
て
利
用
す
る
可
能
性
に
否
定
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

見
解
を
出
し
、
再
定
住
軍
団
編
制
を
待
つ
べ
き
だ
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
労
働
省
が
否
定
的
見
解
を
出
し
た
の
は
、
定
住
を
前
提
と
し
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
受
け
入
れ
に
は
い
く
つ
か
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問

題
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
収
容
施
設
が
不
足
し
て
い
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
軍
は
戦
時
中
よ
り
英
国
内
に
も
駐
屯
し
て
い
た
が
、
駐
屯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

地
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
を
中
心
と
し
た
雇
用
の
少
な
い
地
域
に
集
中
し
て
お
り
、
再
定
住
に
は
適
し
て
い
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
一
〇
万
人
以
上

が
渡
英
し
て
く
る
の
を
前
に
、
陸
軍
省
は
当
初
か
ら
収
容
施
設
の
不
足
を
訴
え
て
い
た
。
「
軍
キ
ャ
ン
プ
や
飛
行
場
で
確
保
が
見
込
ま
れ
る
住

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

居
は
五
万
人
分
し
か
な
く
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
修
築
の
必
要
な
状
態
で
僻
地
に
分
散
し
て
」
い
た
の
で
あ
る
。
労
働
省
政
務
次
官
エ
ド
ワ
ー
ズ

（
咳
①
ω
。
・
国
薯
鉾
山
ω
）
は
、
実
態
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
は
陸
軍
省
が
割
り
当
て
る
場
所
で
あ
れ
ば
ど
こ
へ
で
も
行
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

く
て
は
な
ら
な
い
…
…
大
半
は
辺
鄙
な
所
に
い
く
こ
と
に
な
り
…
…
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
職
が
得
ら
れ
な
い
」
と
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
人
に

と
っ
て
も
住
宅
不
足
が
深
刻
な
時
に
、
国
民
感
情
の
悪
化
を
懸
念
し
た
政
府
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
た
め
に
資
材
や
入
唐
を
投
じ
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。
ハ
ウ
ジ
ン
グ
は
、
労
働
党
が
地
滑
り
的
勝
利
を
果
た
し
た
前
年
の
総
選
挙
に
お
い
て
も
国
民
の
関
心
が
高
か
っ
た
問
題
で
あ
っ
た

　
　
　
⑯

の
で
あ
る
。
新
た
な
住
居
の
建
設
は
再
定
住
を
促
す
た
め
に
は
不
可
欠
と
の
認
識
は
あ
っ
た
が
、
ア
イ
ザ
ッ
ク
ス
は
否
定
的
で
あ
っ
た
。
「
国

民
の
需
要
よ
り
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
再
定
住
を
優
先
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
だ
ろ
う
…
…
こ
の
よ
う
な
感
情
が
高
じ
れ
ば
…
…
悲
惨
な
結
果
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

な
る
…
…
彼
ら
を
国
内
で
民
間
入
と
し
て
定
着
さ
せ
よ
う
と
い
う
我
々
の
努
力
の
成
否
は
、
好
意
的
な
世
論
の
維
持
に
か
か
っ
て
い
る
」
と
。
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ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
収
容
に
あ
た
っ
て
、
政
府
は
捕
虜
キ
ャ
ン
プ
や
旧
米
軍
駐
屯
地
な
ど
既
存
住
居
の
最
大
活
用
を
基
本
方
針
と
し
た
が
、
僻
地

に
分
散
し
た
キ
ャ
ン
プ
で
は
雇
用
へ
の
弊
害
は
大
き
か
っ
た
。
そ
こ
で
労
働
省
は
、
雇
用
の
あ
る
地
域
へ
の
部
隊
の
移
動
と
除
隊
者
の
軍
キ
ャ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

ン
プ
残
留
を
認
め
る
よ
う
陸
軍
省
に
強
く
要
請
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
陸
軍
省
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
入
の
為
の
イ
ギ
リ
ス
軍
再
編
と
軍
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ヤ
ン
プ
で
の
民
間
人
雑
居
に
難
色
を
示
す
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

　
加
え
て
、
当
時
影
響
力
が
強
か
っ
た
労
働
組
合
を
説
得
す
る
必
要
も
あ
っ
た
。
戦
時
中
に
政
府
が
強
引
に
投
入
し
た
戦
争
捕
虜
労
働
力
と
異

　
⑳

な
り
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
は
平
時
の
、
し
か
も
定
住
を
前
提
と
し
た
外
国
人
労
働
力
で
あ
る
こ
と
で
、
そ
の
投
入
に
政
府
は
労
働
組
合
と
の
関
係

に
お
い
て
慎
重
な
対
応
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
雇
用
確
保
の
懸
濁
を
負
っ
た
ア
イ
ザ
ッ
ク
ス
労
相
は
、
「
（
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
）
労
働
者

が
数
十
人
ほ
ど
見
つ
か
っ
た
だ
け
で
も
、
組
合
が
同
意
す
る
ま
で
配
置
で
き
な
い
」
と
し
て
、
労
働
組
合
の
同
意
を
再
定
住
政
策
遂
行
に
不
可

　
　
　
　
　
　
　
⑳

欠
と
認
識
し
て
い
た
。
実
際
、
半
数
が
少
な
い
と
の
理
由
か
ら
例
外
的
に
組
合
の
同
意
な
し
で
少
人
数
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
を
目
立
た
ぬ
よ
う
分

散
し
て
投
入
す
る
政
策
を
と
っ
た
機
械
産
業
で
は
、
反
発
し
た
合
同
機
械
工
組
合
が
翌
四
七
年
夏
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
労
働
者
を
追
放
す
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

う
事
態
に
陥
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
労
働
省
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
労
働
者
の
利
益
擁
護
を
約
束
し
つ
つ
慎
重
に
組
合
と
の
交
渉
を
進
め
、
ベ

ヴ
ィ
ン
声
明
直
前
の
四
六
年
五
月
一
七
日
に
は
、
労
使
双
方
と
政
府
の
代
表
か
ら
な
る
合
同
諮
問
会
議
で
、
政
府
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
軍
受
け
入
れ

を
迫
ら
れ
た
経
緯
を
説
明
し
、
労
働
組
合
会
議
（
6
『
墨
隈
Q
鉱
雰
○
。
お
H
Φ
鴇
）
に
協
力
を
要
請
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
労
働
組
合
会
議
の

代
表
は
、
関
係
す
る
労
働
組
合
へ
の
事
前
相
談
、
イ
ギ
リ
ス
人
求
職
者
が
い
る
場
合
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
雇
用
の
禁
止
、
職
業
訓
練
に
お
け
る
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ギ
リ
ス
人
復
員
兵
の
優
先
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
離
就
職
に
対
す
る
労
働
省
の
管
理
を
条
件
と
し
て
、
政
府
へ
の
協
力
を
表
明
し
た
。
し
か
し
、

各
組
合
へ
の
事
前
相
談
を
条
件
と
し
て
い
た
よ
う
に
、
こ
の
労
働
組
合
会
議
の
協
力
表
明
は
各
産
業
に
お
け
る
受
け
入
れ
を
保
障
す
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
労
働
組
合
会
議
が
と
っ
た
立
場
は
、
「
こ
の
労
働
力
を
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
各
所
属
組
合
の
権
利
を
守
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
」
だ
け
に
専
念
し
て
政
府
と
の
直
接
対
立
を
避
け
、
実
質
的
な
交
渉
は
各
組
合
に
委
ね
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
政
府
は
受

け
入
れ
を
め
ぐ
り
各
組
合
と
の
煩
雑
な
個
別
交
渉
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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当
時
、
労
働
組
合
を
覆
っ
て
い
た
政
治
的
空
気
は
、
ソ
連
圏
に
組
み
込
ま
れ
た
本
国
の
体
制
に
反
対
す
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
に
敵
対
的
で
あ
っ

た
。
労
働
党
政
権
自
体
は
ソ
連
型
の
「
全
体
主
義
的
」
な
社
会
主
義
と
の
違
い
を
明
確
に
し
、
冷
戦
を
背
景
に
ソ
連
と
熾
烈
な
外
交
を
繰
り
広

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

げ
て
い
た
も
の
の
、
特
に
四
七
年
ま
で
は
労
働
党
や
労
働
組
合
の
内
部
で
は
親
ソ
的
な
空
気
が
強
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
戦
時
中
よ
り
、
ソ
連
へ

の
東
部
領
土
割
譲
に
抵
抗
す
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
亡
命
政
府
が
大
同
盟
の
結
束
を
乱
す
存
在
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
国
内
で
「
厄
介
」
視
さ
れ
て
き
た
経

　
　
　
⑳

緯
が
あ
り
、
英
ソ
関
係
を
損
な
う
と
さ
れ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
兵
は
、
別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
そ
の
反
ソ
的
姿
勢
や
対
独
協
力
の
疑
い
、
ユ
ダ
ヤ
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
対
す
る
姿
勢
を
理
由
と
し
て
「
フ
ァ
シ
ス
ト
」
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
政
治
的
に
抵
抗
に
あ
っ
た
。
外
国
人
労
働
力
活
用
を
訴
え
る
保
守
党

議
員
が
「
労
働
党
は
国
際
主
義
者
を
自
称
し
て
お
き
な
が
ら
…
…
二
〇
〇
人
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
を
い
れ
る
つ
も
り
さ
え
な
い
。
ト
ー
リ
ー
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
私
が
労
働
党
よ
り
も
外
国
人
に
寛
容
に
な
る
よ
う
促
す
ほ
ど
に
政
治
軸
が
転
換
し
て
き
た
と
は
皮
肉
だ
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
ト
リ
ー
政

権
は
自
ら
の
再
定
住
政
策
に
対
す
る
抵
抗
を
身
内
か
ら
受
け
た
の
で
あ
る
。
あ
る
労
働
党
議
員
は
、
次
の
よ
う
な
書
簡
を
ベ
ヴ
ィ
ン
に
送
っ
て

い
る
。
「
彼
ら
は
…
…
反
社
会
主
義
的
、
反
労
働
組
合
的
で
…
…
民
主
主
義
に
は
適
さ
な
い
…
…
こ
れ
ら
の
迷
え
る
人
々
の
本
質
は
フ
ァ
シ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ト
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
後
述
す
る
四
六
年
一
〇
月
の
労
働
組
合
会
議
で
の
所
属
組
合
員
の
発
言
に
も
共
通

し
て
い
た
。

　
こ
の
政
治
的
抵
抗
は
、
外
国
人
労
働
者
に
対
す
る
警
戒
感
と
な
い
交
ぜ
に
な
っ
て
い
た
。
ア
ト
リ
ー
政
権
が
優
先
し
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
労
働

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

力
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
炭
坑
、
レ
ン
ガ
な
ど
の
建
築
資
材
業
で
の
経
験
者
と
農
業
、
採
石
業
に
お
け
る
未
熟
練
労
働
者
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
産
業
は
特
に
近
代
化
が
遅
れ
労
働
環
境
の
改
善
が
求
め
ら
れ
て
い
た
産
業
で
、
外
国
人
労
働
力
の
受
け
入
れ
が
自
国
労

働
者
の
待
遇
改
善
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
懸
念
か
ら
組
合
が
強
く
抵
抗
し
た
。
炭
坑
に
つ
い
て
は
、
政
府
は
例
外
的
に
再
定
住
軍
団
編
制
以
前
か

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ら
募
集
を
開
始
し
た
が
、
こ
の
結
果
得
ら
れ
た
二
〇
〇
名
の
投
入
に
全
圏
炭
坑
労
働
者
組
合
（
客
餌
一
一
〇
目
蝉
｝
¢
づ
一
〇
”
O
｛
ワ
高
陣
⇒
Φ
堵
○
同
調
Φ
H
ω
）
が
抵
抗
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

四
七
年
二
月
の
燃
料
危
機
を
経
験
す
る
ま
で
投
入
で
き
な
か
っ
た
。
当
時
、
組
合
は
週
五
日
労
働
制
な
ど
の
労
働
条
件
改
善
の
交
渉
中
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
の
交
渉
が
完
了
す
る
ま
で
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
受
け
入
れ
交
渉
に
は
応
じ
な
い
と
い
う
姿
勢
を
崩
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
四
六
年
一
〇
月
に
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は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
に
よ
る
減
産
を
恐
れ
る
燃
料
動
力
省
の
勧
告
に
よ
り
、
炭
坑
へ
は
圧
力
を
か
け
な
い
こ
と
が
合
意
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

お
、
炭
坑
に
つ
い
て
は
、
燃
料
動
力
大
臣
シ
ン
ウ
ェ
ル
（
国
出
雲
¢
①
一
ω
凱
口
乏
Φ
嬬
）
自
身
が
受
け
入
れ
に
消
極
的
で
あ
っ
た
。
一
方
、
戦
時
中
よ

り
戦
争
捕
虜
を
臨
時
に
受
け
入
れ
て
い
た
農
業
で
は
、
農
業
労
働
者
組
合
（
客
巴
。
冨
｝
¢
巳
自
。
h
諺
α
Q
眠
。
葺
自
巴
芝
。
蒔
Φ
H
ω
）
が
、
新
た
な
外
国
人

労
働
力
流
入
を
警
戒
し
た
。
四
六
年
七
月
、
組
合
の
機
関
紙
『
ラ
ン
ド
ワ
ー
カ
ー
』
は
、
「
大
量
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
労
働
者
が
恒
久
的
に
イ
ギ

リ
ス
の
農
業
で
雇
用
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
雇
用
主
は
こ
の
労
働
力
を
利
用
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
こ
と
は
賃
下
げ
圧
力
と
な
る
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

う
」
と
の
懸
念
を
示
し
て
い
る
。
農
業
省
は
、
組
合
の
姿
勢
に
関
し
て
「
こ
れ
ま
で
も
農
業
は
外
国
人
の
“
投
棄
先
”
に
な
っ
て
お
り
、
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

な
る
外
国
人
を
恒
久
的
参
入
者
と
し
て
農
業
に
入
れ
る
よ
う
農
業
労
働
者
に
要
請
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
政
府
に
注
意
を
促
し
て
い
た
。
組
合

は
、
特
に
農
業
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
受
け
入
れ
が
偏
る
こ
と
を
懸
念
し
、
政
府
の
受
け
入
れ
要
請
に
は
「
他
産
業
が
同
じ
行
動
を
と
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

れ
ば
、
我
々
に
も
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
分
担
に
加
わ
る
可
能
性
を
話
し
合
う
用
意
が
あ
る
」
と
回
答
し
て
い
た
。

　
さ
ら
に
、
一
〇
月
に
開
か
れ
た
労
働
組
合
会
議
年
次
大
会
で
は
、
所
属
組
合
か
ら
受
け
入
れ
反
対
の
声
が
続
出
し
、
五
月
に
行
わ
れ
た
政
府

へ
の
協
力
決
定
に
差
し
戻
し
動
議
が
出
さ
れ
た
。
組
合
員
は
「
我
々
の
組
合
に
フ
ァ
シ
ス
ト
が
い
る
こ
と
は
望
ま
な
い
…
…
こ
の
よ
う
な
形
で

我
が
国
の
マ
ン
パ
ワ
ー
問
題
を
解
決
し
て
欲
し
く
な
い
し
…
…
彼
ら
（
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
）
が
国
内
に
残
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
」
と

し
て
、
帰
国
を
主
張
し
た
。
動
議
自
体
は
二
四
一
万
六
千
票
対
三
三
〇
万
票
で
否
決
さ
れ
た
も
の
の
、
こ
の
こ
と
は
各
組
合
の
説
得
が
容
易
な

ら
ざ
る
こ
と
を
示
し
て
い
趣
・
δ
月
末
に
は
・
内
閣
ポ
⊥
フ
ン
ド
軍
委
員
会
議
長
で
あ
っ
た
ド
ー
ル
ト
ン
蔵
相
（
国
立
u
鋤
琶
が
・
「
残

念
な
が
ら
、
労
働
組
合
の
抵
抗
の
た
め
に
再
定
住
軍
団
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
で
民
間
雇
用
に
就
い
た
者
は
い
な
い
（
マ
マ
）
」
と
ア
ト
リ
ー
に
報

　
　
　
　
⑳

慰
し
て
い
る
。
外
国
人
労
働
力
の
主
力
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
人
戦
争
捕
虜
の
帰
国
開
始
が
閣
議
で
決
定
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
＝
月
に
は
農
業

で
の
労
働
力
確
保
を
重
視
し
た
ア
イ
ザ
ッ
ク
ス
が
、
政
府
の
交
渉
力
を
強
化
す
る
目
的
で
業
種
ご
と
に
担
当
省
が
行
な
っ
て
い
た
交
渉
を
自
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
下
で
一
元
化
し
、
事
態
の
打
開
に
乗
り
出
し
た
。
ア
イ
ザ
ッ
ク
ス
は
、
炭
坑
で
の
抵
抗
に
燃
料
動
力
省
が
譲
歩
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
状

況
が
他
産
業
に
悪
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
懸
念
し
て
い
た
。
彼
は
、
炭
坑
で
の
交
渉
を
当
面
延
期
す
る
こ
と
を
シ
ン
ウ
ェ
ル
が
下
院
で
発
表
し
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兵士から外国入労働者へ（溝上）

た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
こ
の
危
機
的
な
時
期
に
炭
坑
の
貴
重
な
人
材
を
失
う
と
い
う
こ
と
は
別
に
し
て
も
、
こ
の
状
況
は
他
の
産
業
に
対
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

悪
い
事
例
と
な
り
、
彼
ら
に
非
協
力
の
言
い
訳
を
与
え
て
い
る
」
と
い
う
危
機
感
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
受
け
入
れ
が
決
定
さ
れ
て
か
ら
半
年
、
再
定
住
政
策
は
行
き
詰
ま
り
の
感
を
呈
し
て
い
た
。
四
六
年
二
月
に
は
、
ア
イ
ザ
ッ
ク
ス
が
、
再

定
住
政
策
の
不
首
尾
を
認
め
つ
つ
、
外
国
人
労
働
力
委
員
会
に
次
の
よ
う
に
訴
え
て
い
る
。
「
必
要
な
の
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
を
入
れ
る
こ
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

で
き
る
”
場
所
”
で
あ
り
、
組
合
と
住
居
の
問
題
が
解
決
し
な
い
限
り
、
こ
の
”
場
所
”
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
。
し
か
し
、
四
七
年

に
入
り
、
状
況
が
大
き
く
転
換
し
、
受
け
入
れ
に
向
け
た
雰
囲
気
が
醸
成
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

①
b
竪
、
ミ
簿
b
遷
§
§
跨
§
専
ミ
喧
ド
§
駐
導
℃
錠
［
H
鼻
ω
①
門
」
国
く
。
記
甲
薯
‘

　
刈
甲
圃
㊤
．

②
葡
掲
拙
稿
。

③
ス
跳
。
p
鉱
》
器
導
く
閉
口
ご
囚
（
以
下
、
客
》
y
閃
○
。
。
目
＼
㎝
①
ω
①
。
。
讐
堵
。
冨
｛
δ
ヨ

　
℃
o
冴
ぽ
ζ
ぎ
甦
受
。
｛
頃
。
琶
ぴ
q
p
＞
鹸
冨
δ
じ
d
「
三
。
。
ザ
国
日
訂
ω
薯
写
≦
巽
雛
葦

　
一
鵜
男
Φ
げ
9
隔
り
鉢
①
’

④
ミ
ミ
§
§
§
量
b
S
§
酔
9
ミ
ミ
§
ひ
α
誓
。
。
㊦
r
＜
。
淑
ω
ω
甲
O
。
尻
ω
。
。
命
ω
。
。
ρ

　
ド
も
δ
閃
Φ
げ
’
一
〇
膳
S

⑤
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
入
国
管
理
鋼
度
は
、
一
九
一
九
年
に
制
定
さ
れ
た
外
国
人

　
規
制
法
（
》
一
一
Φ
鐸
ω
　
幻
⑦
し
ゅ
件
腕
一
〇
〔
一
〇
口
　
＞
O
件
　
H
り
一
〇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曽
）
に
基
づ
き
、
内
務
大
臣
が
翌
二

　
〇
年
に
出
し
た
外
国
人
令
（
と
δ
霧
○
置
賃
）
の
下
で
、
観
光
や
自
服
、
留
学
以

　
外
に
つ
い
て
は
、
雇
用
主
の
雇
用
申
請
に
蕃
つ
い
て
労
働
省
が
個
別
に
入
国
許
可

　
を
出
す
雇
用
許
可
証
制
度
が
採
ら
れ
て
お
り
、
当
初
か
ら
定
住
を
前
提
と
す
る
移

　
民
の
受
け
入
れ
を
行
う
シ
ス
テ
ム
は
な
か
っ
た
。
な
お
、
雇
用
許
可
証
制
度
は
戦

　
時
中
は
一
時
停
止
さ
れ
て
い
た
が
、
四
穴
年
四
月
か
ら
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ワ
ー

　
カ
ー
を
確
保
す
る
た
め
に
再
開
さ
れ
て
い
た
。

⑥
犠
♪
≦
○
。
。
ま
＼
ω
ρ
強
勇
9
9
国
費
p
δ
〉
℃
睡
6
ミ
　
O
O
㎝
○
。
ミ
一
ω
綬
ビ

　
O
。
巳
b
。
0
（
℃
昆
菩
聞
2
。
㊦
ω
O
o
用
言
［
8
e
＼
回
ω
賞
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＞
9
＝
⑩
畿
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⑦
前
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、
＝
五
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、
＝
エ
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⑧
賭
♪
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O
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鵯
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冨
q
ρ
墨
自
陣
①
。
・
。
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｛
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冨
匡
讐
閃
。
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O
郎
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0
昌
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竃
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ω
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o
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（
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．
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Q
曳
け
H
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9
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投
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進
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た
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ド
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、
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府
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た
捕
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労
働
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い
る
（
肉
魯
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註
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ぎ
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ら
題
ミ
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隷
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第
二
章
　
経
済
危
機
と
外
国
人
労
働
力
政
策

（［

j
　
四
七
年
経
済
白
轡

兵士から外国人労働者へ（溝上）

　
四
七
年
に
入
り
イ
ギ
リ
ス
経
済
は
危
機
に
陥
っ
た
。
二
月
に
は
厳
冬
と
石
炭
不
足
で
燃
料
危
機
が
発
生
し
、
加
え
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
、
食

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

糧
事
情
の
悪
化
に
よ
る
ド
ル
圏
か
ら
の
輸
入
増
大
を
背
景
に
、
七
月
の
交
換
性
回
復
を
控
え
て
ド
ル
の
流
出
が
深
刻
化
し
た
。
こ
の
経
済
情
勢

の
悪
化
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
再
定
住
政
策
に
あ
る
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
現
れ
た
の
が
、
二
月
に
だ
さ
れ
た
経
済
白
書
で

あ
っ
た
。
白
書
の
主
張
は
明
快
で
あ
っ
た
。
石
炭
を
増
産
し
、
食
糧
の
増
産
に
よ
る
輸
入
抑
制
と
輸
出
増
大
に
よ
っ
て
ド
ル
の
節
約
と
獲
得
に

全
力
を
尽
く
す
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
炭
坑
、
農
業
、
繊
維
な
ど
の
輸
出
産
業
で
十
分
な
労
働
力
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ぢ
な
い
と
い

う
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
白
書
が
重
視
し
た
の
は
、
労
働
力
の
絶
対
数
よ
り
は
労
働
力
の
配
分
で
あ
っ
た
。
「
労
働
力
不
足
の
補
充
を
成
り
行

き
に
任
せ
る
な
ら
、
絶
対
必
要
な
労
働
力
が
重
要
で
な
い
と
こ
ろ
に
も
つ
て
い
か
れ
る
。
紡
績
に
必
要
な
女
性
が
店
員
と
し
て
働
け
ば
、
国
全

体
が
衣
服
や
カ
ー
テ
ン
、
シ
ー
ツ
の
不
足
に
苦
し
む
こ
と
に
な
る
」
と
白
書
は
主
張
し
た
。
そ
こ
で
、
「
マ
ン
パ
ワ
ー
予
算
（
．
．
ヨ
き
℃
。
乏
興

σ
民
σ
q
簿
．
．
）
」
に
よ
っ
て
国
家
の
存
亡
に
「
不
可
欠
な
（
、
、
①
ω
匂
・
Φ
島
巴
．
．
）
」
産
業
に
重
点
的
に
労
働
力
を
配
分
す
る
必
要
を
指
摘
し
、
イ
ギ
リ
ス
人

労
働
者
で
確
保
で
き
な
い
部
分
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
占
領
地
に
残
る
難
民
か
ら
な
る
外
国
人
労
働
力
を
投
入
す
る
と
宣
言
し
た

の
で
あ
っ
た
。
政
府
が
作
成
し
た
「
マ
ン
パ
ワ
ー
予
算
」
に
つ
い
て
は
、
表
2
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
の
う
ち
、
白
書
で
は
炭
坑
、
農
業
、
公

益
事
業
の
三
業
種
を
「
特
に
重
要
で
あ
る
が
、
特
に
（
人
材
確
保
が
）
困
難
な
」
業
種
と
し
て
い
た
。
自
書
は
、
労
働
力
全
体
に
つ
い
て
一
八

三
〇
万
人
ま
で
は
女
性
へ
の
呼
び
か
け
や
高
齢
者
の
退
職
延
期
な
ど
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
人
で
確
保
で
き
る
と
想
定
し
て
お
り
、
残
り
の
一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

万
入
を
外
国
人
労
働
力
で
補
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
四
七
年
二
月
の
経
済
白
書
は
、
ア
ト
リ
ー
政
権
の
外
国
人
労
働
力
政
策
の
新
た
な
展
開
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
直
前
の
一
月
三
〇
日
に

51 （713）



表2 「マンパワー予算」

（単位：千人）

産　　業 46年12月の労働力 47年12月までの目標値 増減（率）

炭　　坑 730 770 ＋40（＋5．4％）

公益事業（水道，ガスなど） 258 275 ÷17（＋6．5％）

輸　　送 1，383 ユ，370 ヨ3（一〇．9％）

農業，水産業 LO81 1，120 ＋39（＋3．6％）

建設・土木 1，250 1β00 ＋50（＋4．0％）

建築資材・住宅設備 628 650 ＋22（＋3．5％）

金属・機械 2βユ1 2，840 ＋29（＋1．0％）

繊維・服飾 1，405 1，475 ＋70（＋4．9％）

その他，製造業 2，186 2，225 ＋39（＋1．7％）

流通・サービス 4，270 4，325 ＋55（＋1．2％）

公務員 2，130 2，050 一80（一3．7％）

労動力合計 18，122 18，400 ＋278（＋1．5％）

Economic　Survey　fer　1947（London，1947），　p．29より作成。

は
、
難
毘
の
受
け
入
れ
制
限
を
撤
廃
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
志
願
労
働
老
と
称
す
る
外

国
人
労
働
力
と
し
て
大
規
模
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
閣
議
決
定
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
③

（「

ｭ
方
新
計
画
」
）
。
以
降
、
ア
ト
リ
ー
政
権
は
、
通
常
の
雇
用
許
可
証
制
度
と
は

別
に
、
国
内
で
の
労
働
力
需
要
に
応
じ
不
足
し
て
い
る
基
幹
産
業
で
就
労
す
る
人

材
を
集
団
で
募
集
し
て
渡
英
さ
せ
不
足
分
野
に
投
入
す
る
「
政
府
計
画
（
δ
団
聴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

。
或
ω
。
訂
ヨ
Φ
・
、
）
」
と
呼
ば
れ
る
一
連
の
外
国
人
労
働
者
募
集
計
画
を
開
始
し
た
。

こ
の
「
政
府
計
画
」
の
費
用
は
全
額
政
府
が
負
担
し
、
外
国
人
労
働
者
の
募
集
か

ら
配
置
ま
で
の
全
過
程
を
労
働
省
が
担
当
し
た
。
首
相
ア
ト
リ
ー
も
外
国
人
労
働

力
の
確
保
を
重
要
な
政
策
と
位
置
づ
け
て
お
り
、
難
民
の
募
集
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
人

の
就
職
加
速
を
決
定
し
た
二
月
一
四
日
の
外
国
人
労
働
力
委
員
会
の
報
告
書
を
見

て
、
ア
イ
ザ
ッ
ク
ス
を
激
励
し
て
い
る
。
「
最
大
限
の
努
力
で
精
力
的
に
押
し
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

め
る
よ
う
期
待
し
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
障
害
を
乗
り
越
え
て
下
さ
い
」
と
。

　
政
府
が
外
国
人
労
働
力
の
獲
得
に
奔
走
し
始
め
た
四
七
年
初
頭
は
、
ポ
ー
ラ
ン

ド
人
の
就
職
状
況
改
善
へ
の
兆
し
が
見
え
始
め
た
ば
か
り
の
頃
で
あ
っ
た
。
炭
坑
、

農
業
と
も
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
労
働
力
の
受
け
入
れ
で
合
意
に
達
し
た
の
は
、
～
月

末
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
合
意
の
背
景
に
は
、
経
済
危
機
の
中
で
労
働
力
獲
得
必

要
の
認
識
が
組
合
に
お
い
て
も
共
有
さ
れ
た
こ
と
と
共
に
、
政
府
の
側
も
再
定
住

軍
団
と
い
う
枠
組
み
を
通
じ
て
受
け
入
れ
が
イ
ギ
リ
ス
人
労
働
者
の
不
利
に
働
か

ぬ
よ
う
保
証
を
明
確
に
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
炭
坑
労
働
者
組
合
は
、
組
合
の
地

52　（714）
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区
支
部
の
事
前
同
意
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
組
合
加
入
、
人
員
削
減
の
際
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
解
雇
を
条
件
に
、
一
月
三
　
日
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
労

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

働
力
の
受
け
入
れ
に
応
じ
た
。
炭
坑
で
は
こ
の
後
地
区
支
部
レ
ベ
ル
で
抵
抗
が
続
く
が
、
炭
坑
庁
と
組
合
の
役
員
が
地
方
を
回
っ
て
支
部
に
受

　
　
　
　
　
　
　
⑦

け
入
れ
を
説
得
し
た
。
『
タ
イ
ム
ズ
』
紙
で
は
、
炭
坑
労
働
者
組
合
の
特
別
代
表
会
議
に
お
い
て
、
「
石
炭
の
増
産
に
失
敗
す
れ
ば
…
…
イ
ギ
リ

ス
人
の
生
活
水
準
を
相
当
下
げ
る
こ
と
に
な
る
」
と
の
理
解
の
下
に
、
「
困
難
な
時
期
に
国
を
支
援
す
る
」
た
め
、
外
国
人
労
働
者
を
積
極
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
受
け
入
れ
る
よ
う
全
支
部
に
呼
び
か
け
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
農
業
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
「
投
棄
場
」
に
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

こ
と
を
警
戒
し
て
い
た
農
業
労
働
者
組
合
は
、
「
民
間
人
と
し
て
個
別
に
雇
用
す
る
」
こ
と
を
条
件
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
雇
用
を
認
め
た
。
な

お
、
こ
の
集
団
労
働
力
に
対
す
る
警
戒
感
は
、
農
業
だ
け
で
な
く
全
般
的
に
労
働
組
合
の
中
で
強
か
っ
た
。
一
月
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
雇
用
問

題
を
扱
っ
て
い
た
外
国
人
労
働
力
委
員
会
の
小
委
員
会
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
雇
用
に
関
す
る
委
員
会
（
○
曲
。
芭
O
。
ヨ
邑
羅
①
8
け
冨
国
学

℃一

B
毒
Φ
9
鼠
℃
。
一
Φ
ω
）
は
、
組
合
の
抵
抗
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
市
民
生
活
復
帰
の
必
要
に
鑑
み
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
雇
用
に
関
し
て
は
、
収
穫

期
の
よ
う
な
緊
急
性
が
高
く
限
ら
れ
た
期
間
の
雇
用
を
除
い
て
、
集
団
労
働
力
で
は
な
く
個
人
と
し
て
の
就
職
を
前
提
と
す
る
こ
と
で
合
意
し

　
　
⑩

て
い
る
。
そ
れ
で
も
時
折
示
さ
れ
る
労
働
者
側
の
不
安
に
対
し
、
ア
イ
ザ
ッ
ク
ス
は
、
合
同
諮
問
会
議
の
場
で
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
、
イ
ギ

リ
ス
人
労
働
者
の
利
益
擁
護
を
強
調
し
た
の
で
あ
っ
た
。
「
集
団
労
働
力
と
し
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
を
使
う
こ
と
に
対
し
て
、
労
働
組
合
会
議
が

強
く
反
対
し
て
い
る
こ
と
は
理
解
し
て
い
る
。
政
府
の
政
策
は
、
彼
ら
を
個
人
と
し
て
同
化
さ
せ
る
ご
と
に
あ
る
。
人
員
削
減
が
必
要
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
き
に
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
を
解
雇
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
関
係
諸
団
体
の
間
で
合
意
さ
れ
て
い
る
」
と
。

　
さ
ら
に
、
基
本
的
な
政
策
と
し
て
、
労
働
省
は
再
定
住
軍
団
か
ら
労
働
省
の
職
業
紹
介
所
を
通
じ
て
就
職
さ
せ
る
と
い
う
経
路
を
堅
持
す
る

こ
と
で
イ
ギ
リ
ス
人
労
働
者
の
不
安
払
拭
に
努
め
た
。
労
働
力
需
要
増
大
の
中
で
、
議
会
で
は
「
な
ぜ
、
（
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
を
雇
用
す
る
の
に
）
い

ち
い
ち
職
業
紹
介
所
に
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
？
」
と
し
て
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
労
働
力
の
開
放
を
求
め
る
声
も
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ア
イ
ザ
ッ
ク
ス
は
、
「
イ
ギ
リ
ス
人
失
業
者
の
利
益
を
損
な
う
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
向
け
の
雇
用
が
多
く
あ
る
か
ら
だ
」
と
回
答
し
て
い
る
。
こ
の

姿
勢
は
、
政
府
が
経
済
復
興
の
た
め
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
を
外
国
人
労
働
力
と
し
て
積
極
的
に
組
み
込
む
よ
う
に
な
っ
た
四
七
年
に
お
い
て
も
変

53　（715）



わ
ら
な
か
っ
た
。
あ
る
労
働
省
の
職
員
は
同
年
九
月
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
に
自
分
で
職
を
見
つ
け
さ
せ
る
よ
う
な

こ
と
は
し
な
い
…
…
求
人
を
満
た
せ
る
イ
ギ
リ
ス
臣
民
が
い
る
な
ら
ば
、
い
か
な
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
労
働
者
に
も
職
を
提
供
し
な
い
と
い
う
約

束
が
あ
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
が
自
分
で
職
を
見
付
け
る
な
ら
、
こ
の
条
件
を
満
た
す
こ
と
は
で
き
な
い
…
…
組
合
が
認
め
た
条
件
以
外
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ポ
ー
ラ
ン
ド
人
を
雇
用
し
な
い
と
い
う
取
決
め
が
大
半
の
産
業
で
な
さ
れ
て
き
た
」
と
。
こ
の
よ
う
な
労
働
省
の
方
針
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の

求
職
活
動
を
硬
直
化
さ
せ
、
時
に
は
阻
害
す
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。
あ
る
再
定
住
軍
団
の
メ
ン
バ
ー
は
、
英
国
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
新
聞
開
ヂ
ェ

ン
ニ
ク
・
ポ
ル
ス
キ
（
b
に
ミ
幕
凄
蒙
帖
）
』
紙
へ
の
投
稿
で
以
下
の
よ
う
に
不
満
を
訴
え
て
い
る
。

54　（716）

…
…
求
職
者
支
援
の
た
め
に
特
別
に
設
置
さ
れ
た
キ
ャ
ン
プ
内
の
職
業
紹
介
所
に
、
私
は
二
度
に
わ
た
っ
て
求
職
意
志
を
伝
え
た
…
…
待
機
期
間
が
長
引
い

た
の
で
そ
こ
を
離
れ
、
私
は
自
分
で
仕
事
を
探
し
…
…
人
工
絹
の
工
場
の
仕
事
を
見
つ
け
た
。
私
の
申
し
入
れ
ば
好
意
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
…
…
経
営
者
は

私
を
受
け
入
れ
る
意
向
を
示
し
て
く
れ
た
…
…
キ
ャ
ン
プ
に
戻
る
や
い
な
や
、
当
局
が
私
を
…
…
（
遠
隔
地
の
キ
ャ
ン
プ
へ
）
移
動
さ
せ
た
こ
と
を
知
っ
た
。

自
分
で
職
を
探
そ
う
と
い
う
私
の
努
力
と
工
場
や
ホ
ス
テ
ル
の
条
件
に
つ
い
て
私
が
話
し
た
こ
と
が
、
有
害
だ
と
見
な
さ
れ
…
…
私
を
排
除
す
る
決
断
が
下

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
昨
日
、
工
場
は
、
地
元
の
職
業
紹
介
所
が
近
隣
住
民
を
差
し
置
い
て
キ
ャ
ン
プ
か
ら
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
を
雇
用
す
る
こ
と
を
許
可
し

な
い
と
い
っ
て
き
た
た
め
に
、
我
々
の
雇
用
は
検
討
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
伝
え
て
き
た
…
…
産
業
も
な
く
、
職
が
少
な
い
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
る
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

私
の
せ
い
で
は
な
い
…
…

　
し
か
し
、
上
述
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
人
労
働
者
と
労
働
組
合
に
対
し
て
は
、
こ
の
政
策
は
一
定
の
効
果
を
持
っ
た
。
九
月
に
開
か
れ
た
労

働
組
合
会
議
年
次
大
会
で
は
、
経
済
危
機
を
克
服
す
る
た
め
に
労
働
力
獲
得
の
緊
急
性
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
、
前
年
に
示
さ
れ
た
所
属
組
合

の
抵
抗
は
消
滅
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
労
働
組
合
会
議
は
全
面
的
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
労
働
力
を
歓
迎
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
基
本
的
に
は
帰

国
数
の
増
大
を
望
み
、
残
留
す
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
は
再
定
住
軍
団
を
通
じ
て
職
に
就
い
て
経
済
復
興
に
貢
献
し
、
「
納
税
者
の
負
担
」
に
な
ら
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⑮

な
い
こ
と
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
四
七
年
初
頭
の
経
済
危
機
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
外
国
人
労
働
力

と
し
て
の
価
値
を
高
め
た
。
経
済
白
書
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
再
定

住
を
外
国
軍
の
解
体
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
経
済
危
機
の
克
服
に
も

不
可
欠
と
明
確
に
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。
障
害
に
な
っ
て
い
た
住

宅
に
つ
い
て
も
、
四
六
年
末
に
陸
軍
省
が
就
職
し
て
民
間
人
に
な
っ

た
者
の
軍
キ
ャ
ン
プ
残
留
を
認
め
、
労
働
省
も
戦
時
動
員
で
国
内
を

移
動
す
る
労
働
者
の
収
容
の
た
め
に
設
置
し
た
ホ
ス
テ
ル
協
会

（
駕
蝕
。
口
巴
ω
魯
く
8
①
国
。
ω
欝
｝
ω
O
。
壱
・
翼
δ
昌
）
を
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
な

ど
外
国
人
労
働
者
収
容
の
た
め
に
存
続
さ
せ
る
な
ど
、
政
府
が
全
力

　
　
　
　
　
　
⑯

で
対
策
を
と
っ
た
。
上
の
図
で
、
再
定
住
軍
団
へ
の
入
団
数
と
メ
ン

バ
ー
の
就
職
数
の
推
移
を
示
す
。
図
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
三

月
頃
ま
で
は
天
候
不
順
と
燃
料
不
足
に
よ
る
生
産
停
滞
の
た
め
に
低

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

迷
が
続
い
て
い
た
も
の
の
、
四
七
年
春
か
ら
就
職
数
は
急
激
に
伸
び

て
い
る
。
六
月
、
就
職
率
は
ピ
ー
ク
を
迎
え
、
一
週
間
あ
た
り
一
八

○
○
人
（
四
七
年
三
月
は
二
五
〇
人
）
が
職
に
つ
き
、
就
職
者
数
は
、

六
月
の
一
万
八
○
○
○
人
か
ら
一
ヶ
月
後
の
七
月
に
は
二
万
九
〇
〇

〇
人
と
～
ヶ
月
間
で
約
一
・
五
倍
に
な
っ
た
。
｝
方
、
前
述
し
た
よ

う
に
、
夏
に
合
同
機
械
工
組
合
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
労
働
力
追
放
を
決
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定
し
た
こ
と
を
受
け
て
…
機
械
産
業
へ
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
投
入
が
停
止
さ
れ
た
こ
と
と
、
農
業
へ
の
募
集
が
低
迷
し
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
八
月
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

は
一
週
間
あ
た
り
一
二
〇
〇
人
と
就
職
ペ
ー
ス
が
若
干
落
ち
て
き
て
い
た
。
そ
こ
で
政
府
は
、
四
七
年
秋
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
に
対
す
る
圧
力
を

強
化
し
、
国
罠
に
対
し
て
も
受
け
入
れ
に
向
け
て
積
極
的
な
ア
ピ
ー
ル
を
行
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

56 （7a8）

（
二
）
　
定
住
圧
力
と
世
論
教
育

　
ポ
ン
ド
危
機
を
経
た
四
七
年
後
半
、
金
ド
ル
の
流
出
が
も
は
や
予
断
を
許
さ
な
い
状
況
で
あ
る
と
の
危
機
感
の
下
に
、
ア
ト
リ
ー
政
権
は
国

民
に
さ
ら
な
る
耐
乏
と
戦
後
は
緩
め
ら
れ
て
き
た
統
制
の
強
化
を
求
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
施
政
方
針
演
説
が
行
わ
れ
た
一
〇
月
二
三
日
の
下

院
に
お
け
る
経
済
担
当
大
臣
ク
リ
ッ
プ
ス
（
ω
戴
｛
。
a
O
忌
で
ω
）
の
演
説
は
も
っ
ぱ
ら
ド
ル
不
足
問
題
を
取
り
上
げ
、
「
現
在
の
率
で
の
（
ド
ル

の
）
流
出
を
許
せ
ば
、
来
年
末
に
は
準
備
高
が
底
を
つ
く
」
と
し
て
窮
状
を
訴
え
た
。
そ
し
て
、
ド
ル
の
節
約
の
た
め
に
食
糧
を
含
む
輸
入
の

大
幅
カ
ッ
ト
を
宣
言
し
、
食
糧
増
産
と
消
費
切
り
つ
め
、
輸
出
製
品
の
生
産
増
大
に
向
け
、
戦
時
に
劣
ら
ぬ
国
民
の
団
結
と
協
力
を
要
請
し
た

　
　
　
⑲

の
で
あ
る
。
同
じ
一
〇
月
に
は
、
基
幹
産
業
で
の
労
働
力
を
確
保
す
る
た
め
、
職
種
間
の
移
動
を
制
限
す
る
雇
用
管
理
令
（
O
。
暑
2
。
｛
国
㌣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

σq

a
σ
q
①
ヨ
①
艮
○
益
Φ
H
）
が
再
導
入
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
他
方
で
こ
の
時
期
、
ア
ト
リ
ー
政
権
は
農
業
労
働
力
を
大
き
く
依
存
し
て
き
た
ド
イ
ツ
人
戦
争
捕
虜
を
最
終
的
に
手

放
す
決
断
を
下
し
て
い
た
。
前
述
の
よ
う
に
四
六
年
九
月
に
ド
イ
ツ
人
捕
虜
の
帰
国
が
開
始
さ
れ
て
い
た
が
、
四
七
年
四
月
の
段
階
で
も
未
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

一
六
万
人
以
上
が
農
業
に
投
入
さ
れ
て
い
た
。
す
で
に
四
七
年
三
月
の
モ
ス
ク
ワ
会
談
で
ベ
ヴ
ィ
ン
外
相
が
英
国
内
の
捕
虜
の
帰
国
を
国
際
的

に
約
束
し
、
五
月
の
閣
議
で
四
八
年
束
ま
で
に
英
国
の
全
捕
虜
を
帰
国
さ
せ
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
た
が
、
依
然
と
し
て
労
働
力
確
保
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

め
、
捕
虜
労
働
力
は
温
存
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
〇
月
、
ア
イ
ザ
ッ
ク
ス
と
べ
ヴ
ィ
ン
は
、
外
国
人
労
働
力
委
員
会
が
改
組
し
た
労
働
力

委
員
会
に
捕
虜
の
帰
国
ベ
ー
ス
を
加
速
さ
せ
る
必
要
を
訴
え
た
の
で
あ
っ
た
。
対
外
政
策
上
の
理
由
に
加
え
、
こ
の
こ
ろ
に
は
世
論
も
政
府
の

捕
虜
労
働
力
利
用
に
人
道
的
観
点
か
ら
批
判
的
に
な
っ
て
い
た
。
曰
く
、
「
外
相
が
モ
ス
ク
ワ
会
談
で
四
八
年
末
ま
で
に
全
捕
虜
の
帰
国
を
完
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了
さ
せ
る
と
の
決
定
に
持
ち
込
ん
だ
時
に
は
世
論
は
お
さ
ま
っ
て
い
た
も
の
の
、
再
び
騒
が
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
…
…
政
府
は
、
今
や
、
戦

争
捕
虜
を
奴
隷
労
働
と
し
て
使
っ
て
お
り
、
問
題
の
人
道
的
側
面
を
無
視
し
て
い
る
と
し
き
り
に
非
難
さ
れ
て
い
る
の
だ
」
と
。
当
時
、
農
業

に
は
一
四
万
二
〇
〇
〇
人
の
捕
虜
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
が
、
彼
ら
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
志
願
労
働
者
で
代
替
で
き
る
と
述

　
　
　
　
　
　
⑬

べ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
後
ド
イ
ツ
人
捕
虜
の
数
は
急
減
し
、
農
業
で
就
労
す
る
捕
虜
の
人
数
は
～
二
月
末
に
は
五
徳
九
〇
〇
〇
人
と
半
分
以

　
　
　
　
⑳

下
に
な
っ
た
。

　
以
上
の
状
況
の
中
で
、
九
月
ご
ろ
か
ら
再
定
住
軍
団
メ
ン
バ
ー
に
対
す
る
労
働
力
不
足
産
業
へ
の
就
職
圧
力
が
強
化
さ
れ
始
め
た
。
前
述
の

よ
う
に
再
定
住
軍
団
編
制
時
に
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
兵
を
再
定
住
軍
団
に
誘
導
す
る
必
要
が
あ
り
、
就
職
に
つ
い
て
は
そ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

て
「
望
む
と
こ
ろ
に
配
置
す
る
よ
う
努
力
す
る
」
と
述
べ
て
い
た
。
こ
れ
を
受
け
、
労
働
省
が
提
供
し
た
「
適
職
」
を
辞
退
す
る
メ
ン
バ
ー
・
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

つ
い
て
、
四
七
年
三
月
時
点
で
は
、
罰
則
を
適
用
す
る
こ
と
は
入
団
条
件
の
破
棄
に
な
る
こ
と
か
ら
不
可
能
と
判
断
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

下
院
で
ア
イ
ザ
ッ
ク
ス
が
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
よ
う
に
、
四
七
年
七
月
時
点
で
再
定
住
軍
団
メ
ン
バ
ー
の
七
割
が
未
就
職
で
あ
っ
た
。
九

月
五
日
、
ア
イ
ザ
ッ
ク
ス
労
相
は
、
入
団
時
の
約
束
を
違
え
て
で
も
、
「
適
職
」
を
拒
否
し
た
メ
ン
バ
ー
に
は
給
与
を
停
止
し
就
職
を
空
喜
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

る
提
案
を
閣
議
で
行
な
っ
た
。
国
民
へ
の
雇
用
管
理
の
再
導
入
を
議
論
し
た
九
月
九
日
の
閣
議
は
ア
イ
ザ
ッ
ク
ス
の
提
案
を
承
認
し
、
拒
否
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
ポ
ー
ラ
ン
ド
追
放
を
検
討
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
政
府
内
で
は
、
再
定
住
軍
団
メ
ン
バ
ー
の
「
怠
惰
」
を
就
職
阻
害
要
因
と
し
て
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

題
視
す
る
風
潮
が
現
れ
、
「
怠
惰
」
防
止
策
が
さ
か
ん
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
一
方
、
国
民
に
対
し
て
さ
ら
な
る
耐
乏
要
請
が
行
わ
れ
た
四
七
年
後
半
、
下
院
は
、
政
府
が
対
外
政
策
上
引
き
受
け
て
き
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
人

や
大
陸
に
残
る
難
民
な
ど
東
欧
出
身
の
非
帰
国
者
の
保
護
負
担
に
つ
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
が
国
際
的
に
過
分
に
引
き
受
け
て
い
る
と
い
う
抗
議
の

声
を
上
げ
始
め
た
。
一
〇
月
二
〇
日
の
下
院
予
算
特
別
委
員
会
の
報
告
書
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
軍
関
係
者
と
難
民
に
つ
い
て
、
帰
国
も
第
三
国
へ

の
移
民
も
進
ま
な
い
中
、
「
最
も
厄
介
な
断
固
た
る
黄
粉
国
者
が
イ
ギ
リ
ス
の
手
に
残
さ
れ
つ
つ
あ
る
…
…
イ
ギ
リ
ス
は
、
（
難
民
）
問
題
の
解

決
に
ど
の
国
よ
り
も
多
く
の
貢
献
を
し
て
お
り
…
…
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
を
含
め
れ
ば
、
一
七
万
人
以
上
が
イ
ギ
リ
ス
納
税
者
の
直
接
の
負
担
で
支
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⑭

援
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て
、
負
担
の
不
当
性
を
強
調
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
下
院
が
外
国
人
の
保
護
負
担
を
不
当
と
し
た
報
告
書
を
提
出
し
、
合
同
機
械
工
組
合
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
労
働
力
追
放
を
宣
言
し
た
四
七
年
後

半
ご
ろ
か
ら
、
政
府
は
、
国
内
の
外
国
人
が
イ
ギ
リ
ス
の
利
益
に
適
う
存
在
で
あ
る
こ
と
よ
り
強
調
し
、
世
論
教
育
に
力
を
入
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
八
月
末
に
労
働
省
で
行
な
わ
れ
た
話
し
合
い
で
は
、
二
月
の
経
済
白
書
で
経
済
復
興
を
支
え
る
外
国
人
労
働
力
と
し
て
そ
の
活
用
を
宣

言
し
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
と
志
願
労
働
者
に
つ
い
て
、
国
民
の
「
誤
解
」
で
受
け
入
れ
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
と
し
て
、
次
の
こ
と
を
国
民
に
示
す

必
要
が
あ
る
と
の
指
摘
が
さ
れ
て
い
る
。
外
国
人
労
働
力
が
経
済
復
興
に
不
可
欠
で
あ
り
、
外
国
人
は
良
き
労
働
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
共

産
化
す
る
母
国
へ
の
帰
国
を
拒
否
し
た
こ
と
を
も
っ
て
「
フ
ァ
シ
ス
ト
」
と
決
め
つ
け
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
外
国
人
労
働
者
は

イ
ギ
リ
ス
人
と
同
等
の
賃
金
、
条
件
で
働
い
て
お
り
、
イ
ギ
リ
ス
人
労
働
者
の
労
働
条
件
を
悪
化
さ
せ
る
存
在
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
実
際
に
現
場
で
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
雇
用
を
担
当
し
た
職
員
も
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
は
元
フ
ァ
シ
ス
ト
で
あ
る
と
の
言
葉
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
が

よ
く
あ
る
」
と
し
て
、
国
民
に
対
す
る
宣
伝
の
必
要
を
訴
え
て
い
た
。
た
だ
し
、
外
国
人
労
働
力
と
し
て
の
有
益
性
に
つ
い
て
は
、
「
大
量
の

外
国
人
労
働
力
が
投
入
さ
れ
て
い
る
と
の
印
象
を
イ
ギ
リ
ス
人
労
働
者
に
与
え
て
は
な
ら
な
い
」
た
め
、
そ
の
宣
伝
は
慎
重
な
扱
い
を
要
す
る

と
い
う
こ
と
に
注
意
が
喚
起
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
声
を
受
け
、
労
働
省
主
導
で
外
国
人
労
働
者
に
関
す
る
世
論
教
育
を
検
討
す
る
委
員

会
が
一
〇
月
に
設
置
さ
れ
、
B
B
C
や
申
央
情
報
局
、
女
性
団
体
、
主
な
新
聞
雑
誌
の
編
集
者
の
協
力
を
仰
ぎ
、
B
B
C
の
放
送
や
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
の
発
行
、
好
意
的
な
記
事
の
掲
載
、
講
演
な
ど
を
通
じ
て
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
と
志
願
労
働
者
に
対
す
る
国
民
の
「
偏
見
」
を
除
去
し
、
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

会
の
一
員
と
し
て
の
受
け
入
れ
を
促
す
宣
伝
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
開
始
し
た
。
労
働
省
は
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
を
社
会
的
問
題
と
捉
え
、

「（

O
国
人
）
労
働
者
た
ち
が
イ
ギ
リ
ス
の
生
活
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
反
動
的
な
見
解
を
持
つ
よ
う
に
な
り
か
ね
な
い
」
と
し
て
、
好

意
的
世
論
の
形
成
を
安
定
し
た
吸
収
に
不
可
欠
と
認
識
し
て
い
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
に
つ
い
て
は
、
炭
坑
な
ど
労
働
力
不
足
が
深
刻
な
と
こ
ろ

で
勤
勉
に
働
く
こ
と
で
イ
ギ
リ
ス
経
済
に
貢
献
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
つ
つ
も
、
労
働
力
と
し
て
強
調
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
く
、
第
二
次
大
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

時
の
活
躍
や
再
定
住
軍
団
に
つ
い
て
の
正
確
な
情
報
を
普
及
す
る
方
針
で
宣
伝
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
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四
七
年
後
半
に
行
わ
れ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
、
国
民
双
方
に
対
す
る
圧
力
と
ア
ピ
ー
ル
の
強
化
は
、
前
掲
の
図
を
見
る
限
り
相
当
の
効
果
を
挙

げ
た
と
い
え
る
。
四
七
年
夏
に
若
干
ス
ロ
ー
ダ
ウ
ン
の
気
配
を
み
せ
た
就
職
数
は
年
末
に
か
け
て
再
び
急
速
な
伸
び
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に

は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
兵
士
の
多
く
が
、
需
要
の
大
き
か
っ
た
未
熟
練
の
肉
体
労
働
職
に
就
く
こ
と
の
で
き
る
三
〇
歳
以
下
の
若
い
男
性
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

た
こ
と
も
関
係
し
て
い
た
。
特
に
初
期
に
再
定
住
軍
団
に
入
団
し
た
グ
ル
ー
プ
で
は
、
英
語
が
で
き
る
も
の
も
多
く
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
よ

う
な
層
が
ア
ト
リ
ー
政
権
の
外
国
人
労
働
力
政
策
に
乗
る
形
で
、
就
職
の
環
境
が
整
っ
た
四
七
年
に
再
定
住
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
最
終
的

な
就
職
品
書
右
四
〇
〇
〇
人
中
、
約
五
万
人
が
四
七
年
四
月
（
就
職
者
数
六
九
〇
〇
人
）
か
ら
翌
四
八
年
～
月
（
就
職
者
数
五
万
五
九
二
三
入
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

問
に
就
職
し
て
い
る
。
一
方
で
、
四
七
年
末
頃
か
ら
再
定
住
が
困
難
な
層
の
残
留
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
、
就
職
は
再
び
停
滞
の
様
相
を
見
せ

始
め
た
。
ア
ト
リ
ー
政
権
の
政
策
に
お
け
る
外
国
人
労
働
力
の
位
置
づ
け
が
変
化
し
て
い
く
な
か
で
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
に
対
す
る
政
策
は
、
再

び
再
定
住
の
側
面
が
前
面
に
で
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
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門
政
府
計
画
」
に
は
再
定
佳
軍
団
が
含
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
が
（
§
偽

　
峯
註
設
遷
駄
卜
職
書
ミ
Q
禽
ミ
辞
男
Φ
げ
’
一
銭
G
。
も
躯
Q
。
）
、
厳
密
に
は
労
働
省
が
資
金

　
を
出
し
て
選
抜
か
ら
投
入
ま
で
行
っ
た
諸
計
画
を
指
す
。
「
政
府
計
颪
漏
で
募
集

　
さ
れ
た
人
数
は
、
「
公
式
イ
タ
リ
ア
人
計
画
」
を
除
く
全
計
画
が
終
了
し
た
五
〇

　
年
一
〇
月
で
、
ヨ
…
ロ
ッ
パ
志
願
労
働
者
（
「
バ
ル
ト
雛
計
画
扁
、
「
西
方
行
計

　
画
具
お
よ
び
同
等
の
条
件
で
受
け
入
れ
ら
れ
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
戦
争
捕
虜
）
が
八
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第
三
章
　
労
働
力
不
足
に
対
す
る
認
識
の
変
化
と
再
定
住
軍
団
の
解
体

（一

j
残
留
者
問
題

兵士から外国人労働者へ（溝上）

　
四
八
年
に
入
る
と
、
政
府
の
労
働
力
不
足
に
対
す
る
認
識
が
微
妙
に
変
化
し
は
じ
め
た
。
四
八
年
三
月
の
経
済
白
書
は
、
労
働
力
不
足
に
つ

い
て
「
現
時
点
、
お
よ
び
一
九
四
八
年
度
に
お
い
て
、
労
働
力
は
経
済
活
動
全
体
を
制
約
す
る
要
素
で
は
な
い
し
、
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
…
…

見
積
も
り
が
狂
う
こ
と
が
あ
る
に
し
て
も
、
問
題
が
起
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
」
と
述
べ
て
お
り
、
四
七
年
の
白
書
が
労
働
力
不
足
に
対
し
て

示
し
た
危
機
感
は
薄
れ
て
い
る
。
四
七
年
に
予
測
さ
れ
て
い
た
以
上
に
実
際
に
は
民
間
労
働
力
が
増
大
し
、
労
働
人
口
が
安
定
を
み
せ
て
い
た
。

た
し
か
に
四
八
年
に
お
い
て
も
、
四
七
年
の
白
書
で
特
に
言
及
さ
れ
て
い
た
産
業
に
つ
い
て
は
、
生
産
目
標
に
達
す
る
た
め
に
必
要
な
労
働
力

の
確
保
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
依
然
と
し
て
あ
っ
た
。
白
書
は
、
「
石
炭
業
・
農
業
・
繊
維
業
で
目
標
と
さ
れ
て
い
る
労
働
力
に
つ

い
て
は
、
別
で
あ
る
…
…
こ
れ
ら
の
マ
ン
パ
ワ
ー
の
目
標
値
を
達
成
す
る
こ
と
は
、
四
八
年
に
お
い
て
第
～
に
必
要
と
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い

①る
。
ま
た
、
「
政
府
計
画
」
に
基
づ
く
労
働
者
の
募
集
は
続
き
、
夏
に
は
、
難
民
か
ら
得
ら
れ
な
く
な
っ
た
単
身
の
女
性
労
働
力
を
獲
得
す
る

た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
、
ド
イ
ツ
人
女
性
を
対
象
に
し
た
「
青
き
ダ
ニ
ュ
ー
ブ
計
画
」
と
「
北
海
計
画
」
が
開
始
さ
れ
た
。
そ

れ
で
も
な
お
、
ケ
ア
ン
ク
ロ
ス
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
四
八
年
以
降
、
ア
ト
リ
ー
政
権
の
経
済
政
策
に
お
い
て
労
働
力
に
対
す
る
関
心
は
低
下

　
　
　
　
　
　
　
②

し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
一
方
で
、
議
会
は
、
四
八
年
に
入
る
と
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
受
け
皿
で
あ
っ
た
再
定
住
軍
団
の
早
期
解
体
に
向
け
て
、
政
府
に
圧
力
を
か
け

始
め
た
。
二
月
一
一
日
付
け
の
下
院
予
算
特
別
委
員
会
の
報
告
書
は
、
終
戦
以
降
、
イ
ギ
リ
ス
が
「
帰
国
で
き
な
か
っ
た
、
も
し
く
は
帰
国
し

な
い
で
あ
ろ
う
外
国
人
の
扶
養
に
関
連
し
て
四
八
年
三
月
三
　
日
ま
で
に
費
や
す
支
出
総
額
」
を
約
一
億
二
九
八
○
万
ポ
ン
ド
と
概
算
し
、

「
こ
の
額
を
イ
ギ
リ
ス
の
納
税
者
が
負
担
し
続
け
る
の
は
不
当
で
あ
る
し
、
現
実
に
不
可
能
で
あ
る
」
と
し
て
、
難
民
問
題
の
最
終
的
解
決
を
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③

訴
え
る
と
と
も
に
、
再
定
住
軍
団
解
体
の
必
要
に
雷
及
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
機
に
高
ま
っ
た
再
定
住
軍
団
関
連
支
出
に
対
す
る
非
難
を
受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

け
、
予
定
さ
れ
て
い
た
再
定
住
軍
団
に
つ
い
て
の
B
B
C
の
放
送
が
延
期
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
中
で
、
政
府
も
、
再
定
住
軍
団
解
体
に
向
け
行
動
を
開
始
し
た
。
一
月
六
日
の
閣
議
で
は
、
労
働
力
委
員
会
に
再
定
住
軍
団
解
体
の
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

能
性
を
検
討
さ
せ
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
予
算
委
員
会
の
勧
告
が
で
た
直
後
の
二
月
一
三
日
に
開
か
れ
た
労
働
力
委
員
会
で
、

四
八
年
一
〇
月
一
日
ま
で
に
再
定
住
軍
団
を
解
体
す
る
よ
う
ア
イ
ザ
ッ
ク
ス
労
相
に
指
示
が
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
ア
イ
ザ
ッ
ク
ス
は
こ
の
指

示
に
難
色
を
示
し
た
。
当
時
、
軍
団
に
は
約
三
万
七
〇
〇
〇
人
が
残
っ
て
い
た
が
、
年
齢
や
身
体
上
の
理
由
で
求
人
の
多
い
重
労
働
に
向
か
ず
、

再
定
住
が
困
難
な
層
の
残
留
が
問
題
化
し
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
イ
ギ
リ
ス
人
労
働
者
が
得
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
し
か
雇
用
し
な
い
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

い
う
公
約
が
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
雇
用
範
囲
を
狭
め
て
い
た
。
ア
イ
ザ
ッ
ク
ス
は
、
残
留
者
の
抱
え
る
困
難
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。
「
現
在
、
人
材
の
不
足
は
、
主
に
炭
坑
、
農
業
、
鉄
鋼
業
、
鉄
鉱
石
採
石
業
、
鋳
造
業
、
レ
ン
ガ
製
造
業
な
ど
の
重
労
働
に
限
定
さ
れ

て
い
る
。
再
定
住
軍
団
に
い
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
多
く
が
こ
の
よ
う
な
仕
事
に
向
い
て
お
ら
ず
、
適
し
た
仕
事
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
軽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

労
働
に
関
し
て
は
大
抵
、
イ
ギ
リ
ス
人
労
働
者
が
獲
得
で
き
る
」
と
。
そ
れ
で
も
な
お
、
陸
軍
省
は
再
定
住
軍
団
の
解
体
に
向
け
た
施
策
を
推

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

し
進
め
、
四
八
年
三
月
一
二
日
以
降
の
入
団
者
の
在
団
期
間
を
二
年
か
ら
　
年
に
短
縮
し
た
。
現
状
を
無
視
し
て
解
体
を
急
ぐ
圧
力
が
強
ま
っ

て
い
る
こ
と
に
対
し
、
六
月
一
七
日
、
ア
イ
ザ
ッ
ク
ス
は
、
四
八
年
一
〇
月
一
日
の
再
定
住
軍
団
解
体
は
非
現
実
的
で
あ
る
と
労
働
力
委
員
会

に
抗
議
し
て
い
る
。
「
メ
ン
バ
ー
を
失
業
状
態
で
放
り
出
す
」
こ
と
に
な
り
、
結
局
、
家
も
職
も
な
い
メ
ン
バ
ー
を
養
う
イ
ギ
リ
ス
納
税
者
の

負
担
は
減
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
最
大
二
年
間
は
軍
団
に
い
ら
れ
る
と
い
う
入
団
時
の
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
誓
約
を
反
故
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

で
き
な
い
と
、
ア
イ
ザ
ッ
ク
ス
は
主
張
し
た
。
七
月
八
日
に
開
か
れ
た
労
働
力
委
員
会
で
、
ア
イ
ザ
ッ
ク
ス
の
主
張
は
認
め
ら
れ
、
解
体
は
延

期
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
撫
・
た
だ
・
こ
の
解
体
延
期
決
定
は
・
労
讐
の
就
職
圧
力
強
化
の
動
き
を
前
提
と
し
て
い
た
・
六
丹
一
吉

の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
で
、
ア
イ
ザ
ッ
ク
ス
は
、
労
働
省
が
提
供
し
た
「
適
職
」
を
拒
む
も
の
に
つ
い
て
は
強
制
退
団
さ
せ
て
き
た
こ
と
を
述
べ
る
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と
共
に
、
こ
の
「
適
職
」
の
解
釈
の
変
更
を
明
確
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
イ
ギ
リ
ス
人
が
い
る
場
合
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
雇
用
を

禁
止
し
て
い
る
こ
と
か
ら
…
…
技
術
や
経
験
に
応
じ
た
職
に
就
か
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
現
実
を
踏
ま
え
て
「
適
職
」
を
判
断
す
る
な
ら
、

軍
団
を
早
期
に
解
体
す
る
た
め
に
は
、
「
適
職
」
は
「
肉
体
的
に
労
働
可
能
」
と
い
う
基
準
で
解
釈
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。

結
局
、
解
体
は
一
時
延
期
さ
れ
た
も
の
の
、
こ
の
後
、
労
働
省
は
強
力
な
圧
力
の
下
で
再
定
住
軍
団
の
メ
ン
バ
ー
を
「
適
職
」
へ
誘
導
し
て
い

っ
た
。

（
二
）
再
定
住
軍
団
の
解
体

兵士から外国人労働者へ（溝上）

　
四
九
年
に
入
る
と
、
政
府
が
主
導
す
る
外
国
人
労
働
力
募
集
は
終
息
に
向
か
っ
て
い
っ
た
。
三
月
に
出
さ
れ
た
経
済
自
書
は
、
四
八
年
の
経

済
白
書
で
指
摘
さ
れ
て
い
た
特
定
産
業
に
お
け
る
労
働
力
確
保
の
問
題
に
つ
い
て
、
「
労
働
力
の
流
動
性
低
下
と
結
び
つ
い
た
完
全
雇
用
の
状

況
と
住
宅
の
不
足
に
も
か
か
わ
ら
ず
…
…
こ
の
政
策
は
大
体
に
お
い
て
成
功
し
た
」
と
し
て
満
足
を
示
し
、
「
今
や
我
が
国
は
、
実
質
的
に
安

定
し
た
民
間
労
働
力
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
の
認
識
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
外
国
人
労
働
力
に
つ
い
て
は
、

「
炭
坑
で
働
く
男
性
、
繊
維
産
業
で
働
く
女
性
に
つ
い
て
、
い
く
ら
か
外
国
人
労
働
力
で
補
う
こ
と
が
一
九
四
九
年
目
必
要
に
な
る
で
あ
ろ
う

が
、
そ
の
総
数
は
一
九
四
八
年
よ
り
も
少
な
く
な
る
」
と
い
う
見
通
し
が
示
さ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
白
書
は
、
戦
時
経
済
か
ら
平
時
経
済
へ

の
移
行
が
完
了
し
経
済
復
興
の
段
階
に
入
っ
た
と
の
認
識
の
下
に
、
ド
ル
を
稼
ぐ
た
め
の
輸
出
の
目
標
値
を
達
成
す
る
上
で
、
労
働
力
数
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

も
の
よ
り
も
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る
必
要
を
重
視
す
る
立
場
を
取
っ
た
の
で
あ
る
。
白
書
が
出
さ
れ
た
の
と
同
じ
三
月
に
は
、
需
要
が
な
く
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

つ
た
と
の
理
由
か
ら
、
男
性
外
国
人
労
働
者
募
集
の
た
め
の
「
政
府
計
画
」
は
停
止
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
同
じ
月
に
、
四
六
年
以
降
ア
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

リ
ー
政
権
の
外
国
人
労
働
力
政
策
を
担
っ
て
き
た
労
働
力
委
員
会
が
解
体
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
四
九
年
初
頭
の
段
階
で
、
男
性
が
大

半
を
占
め
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
再
定
住
政
策
は
、
労
働
力
不
足
を
補
う
た
め
の
外
国
人
労
働
力
政
策
か
ら
完
全
に
離
れ
て
い
た
。
な
お
、
先
圏

り
し
て
い
う
な
ら
ば
、
こ
の
後
、
翌
五
〇
年
に
は
外
国
人
女
性
を
対
象
に
し
た
募
集
計
画
も
大
幅
に
縮
小
さ
れ
、
五
一
年
に
は
「
も
は
や
こ
の
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種
の
政
府
計
画
を
正
当
化
で
き
る
よ
う
な
大
規
模
な
未
熟
練
労
働
力
の
不
足
は
な
く
…
…
外
国
人
労
働
力
へ
の
需
要
は
現
在
、
小
規
模
で
不
安

定
な
状
況
」
で
あ
る
と
し
て
、
「
政
府
計
画
」
の
停
止
が
決
定
さ
れ
、
政
府
が
外
国
人
労
働
力
を
獲
得
す
る
時
代
は
終
わ
り
を
告
げ
た
の
で
あ

　
⑭

つ
た
。

　
四
九
年
初
頭
に
再
定
住
軍
団
に
残
留
し
て
い
た
も
の
の
多
く
は
、
年
齢
が
比
較
的
高
く
キ
ャ
リ
ア
の
上
で
も
未
熟
練
職
に
就
き
に
く
い
将
校

層
で
あ
っ
た
。
四
九
年
一
月
時
点
で
再
定
住
軍
団
に
は
一
万
三
一
八
○
名
が
残
っ
て
い
た
が
、
う
ち
将
校
は
六
六
〇
二
名
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

と
は
下
院
で
も
関
心
を
集
め
、
再
定
住
軍
団
に
対
す
る
批
判
を
高
め
て
い
た
。
将
校
層
の
就
職
に
つ
い
て
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

も
懸
念
し
て
お
り
、
四
八
年
一
二
月
に
は
、
就
職
が
難
し
い
人
々
に
つ
い
て
、
英
国
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
団
体
の
～
つ
で
あ
る
元
ポ
ー
ラ
ン
ド
人

戦
闘
員
協
会
が
支
援
を
申
し
出
、
必
要
な
資
金
援
助
を
イ
ギ
リ
ス
政
府
に
要
請
し
て
い
る
。
し
か
し
、
四
九
年
一
月
に
内
務
省
で
開
か
れ
た
会

議
で
、
労
働
省
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
団
体
へ
の
資
金
援
助
は
行
な
わ
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
、
実
質
的
に
再
定
住
政
策
へ
の
介
入
を
拒
否
し
た
の

で
あ
っ
た
。
同
じ
会
議
で
は
、
「
必
ず
し
も
彼
ら
が
好
ん
で
い
な
い
職
に
つ
く
よ
う
圧
力
を
か
け
る
た
め
に
」
、
国
外
追
放
が
困
難
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

は
認
識
さ
れ
な
が
ら
も
、
就
職
拒
否
者
へ
の
追
放
令
発
令
を
検
討
す
る
よ
う
再
度
内
務
省
に
要
請
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
三
月
二
日
、
下
院
予
算
特
別
委
員
会
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
再
定
住
に
関
す
る
報
告
書
を
出
し
、
四
九
年
九
月
末
に
再
定
住
軍
団
を
解
体
し
、

そ
の
時
点
で
の
軍
団
残
留
者
は
公
的
扶
助
を
所
管
す
る
国
民
生
活
扶
助
局
に
委
ね
る
よ
う
勧
告
し
た
。
「
（
再
定
住
軍
団
）
解
体
に
よ
り
…
…
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

当
の
非
効
率
な
コ
ス
ト
を
削
減
で
き
る
」
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
四
月
二
八
日
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
軍
実
務
担
当
者
委
員
会
は
、
九
月
三
〇
日
の
再

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

定
住
軍
団
解
体
で
合
意
し
て
い
る
。
四
月
時
点
で
、
再
定
住
軍
団
に
は
六
七
九
七
名
（
う
ち
、
将
校
が
三
九
一
〇
名
）
が
い
た
が
、
こ
の
う
ち
四

〇
歳
以
下
で
就
労
可
能
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
～
四
七
三
名
（
将
校
九
一
一
名
）
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
一
四
七
三
名
に
は
障
害

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

を
持
っ
て
い
る
も
の
が
二
一
五
名
含
ま
れ
て
い
た
。
九
月
三
〇
日
、
再
定
住
軍
団
は
解
体
さ
れ
た
が
、
こ
の
時
点
で
未
就
職
で
再
定
住
軍
団
に

残
り
、
国
民
生
活
扶
助
局
に
引
き
渡
さ
れ
た
の
は
二
千
人
余
り
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
最
終
段
階
で
、
労
働
省
が
残
留
者
の
就
職
に
相
当

の
努
力
を
傾
け
た
こ
と
が
伺
え
る
の
で
あ
る
。
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兵士から外国入労働者へ（溝上）

　　　　　　　　　　表3　450入以上のポーランド入が雇屠についた職種

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（49年2月までの就職分）

産　　業 人数（単位：入） 産　　業 人数（単位：人）

建設（building） 8，875 ドメスティックサービス L322

農業・園芸・林業 8，056 仕立て職 1，3ユ7

炭　　坑 7β01 地方政府機関 989

ホテルとレストラン 5，811 採石業 838

政府機関 4，839 パン焼き 838

レンガ産業 3，081 公益事業（電気，ガス，水道）　　　　828

建築（CQnstructi。n） 2，971 金属工業　　　　　　　　　　　　824

機械工場 2，249 木　　工　　　　　　　　　　　　729

製　　織 1，923 その他，非金属工業 691

鉄　　鋼 1，793 化学繊維 693

紡　　績 1，398 陶磁器 626

自営業 1，695 その他の配膳業 564

流通業 1，395 家具・室内装飾 552

自動車・航空機 1，27！ 軽金属加工 551

化学産業 L229 製靴業・靴修繕 喚97

鉄　　道 L732 海　　運 455

合言十　　8ユ，874

Keith　Sword，　ed．，　op．cit．，　p．470よりイ乍成。

　
四
六
年
五
月
の
設
立
時
か
ら
解
体
時
ま
で
に
再
定
住
軍
団
に

入
団
し
た
の
は
一
一
万
四
千
人
で
、
う
ち
約
九
万
人
が
イ
ギ
リ

　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ス
に
残
っ
た
。
職
に
就
い
た
の
は
約
八
万
四
千
人
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
内
訳
に
つ
い
て
、
労
働
省
の
公
報
は
炭
坑
、
農
業
、
土
木

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

な
ど
に
つ
い
た
四
万
五
千
人
分
し
か
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。

四
九
年
二
月
時
点
の
数
字
で
あ
る
が
、
詳
細
な
内
訳
が
ス
ォ
ー

ド
の
研
究
で
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
表
3
に
示
す
。
こ
こ
か
ら

明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
炭
坑
、
農
業
な
ど
政
府
が
外
国
人
労

働
力
の
投
入
を
重
視
し
た
産
業
に
最
も
多
い
人
数
が
就
職
し
て

い
る
も
の
の
、
志
願
労
働
者
の
よ
う
に
事
前
選
抜
が
不
可
能
で

あ
っ
た
再
定
住
軍
団
の
メ
ン
バ
ー
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
労
働
者
の

確
保
が
難
し
か
っ
た
産
業
に
比
較
的
少
人
数
ず
つ
分
散
し
て
吸

収
さ
れ
た
。
志
願
労
働
者
募
集
の
背
景
と
し
て
ポ
ー
ル
が
指
摘

し
た
よ
う
に
、
た
し
か
に
四
七
年
に
政
府
が
投
入
を
期
待
し
た

農
業
、
炭
坑
、
繊
維
業
へ
の
就
職
数
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
く
、

実
際
、
こ
れ
ら
の
産
業
に
集
中
的
に
振
り
分
け
ら
れ
た
志
願
労

働
者
と
の
違
い
を
際
だ
た
せ
て
世
論
の
批
判
を
招
か
な
い
よ
う
、

労
働
省
は
公
報
で
は
基
幹
産
業
に
つ
い
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

数
の
み
を
明
ら
か
に
す
る
方
針
を
採
っ
た
。
他
方
で
、
本
稿
で
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表4　ポーランド人入口が多い都市とその人口

　　　　　　　　　　　　　　　　　（195ユ年12月の概数，単位：人）

地　域　名 人　　ロ

ロンドン首都圏 33，500

ランカシャー 14，500（うち，マンチェスターに3，300）

ヨークシャー 13，000（うち，ブラッドフォードに2，800）

スタフォードシャー 5，500

グロスターシャー 4，500（うち，ブリストルに1，000）

ウォリックシャー 4，500（うち，バーミンガムに2，500）

ウェールズ（炭坑地域中心） 3，400

スコットランド（エジンバラ，グラスゴー） 2，000

Jerzy　Zubrzycki，　op．cit．，　pp．69J70より作成。

述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
雇
用
を
優
先
す
る
原
則
の
下
で
、
そ
し
て
、
特
に
就
職

が
停
滞
し
た
四
八
年
以
降
の
動
き
を
見
る
な
ら
ば
、
大
酒
が
そ
の
能
力
や
経
歴
に
関
わ
り
な
く

条
件
の
悪
い
未
熟
練
の
重
労
働
に
つ
き
、
特
に
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
層
が
大
幅
な
階
層
低
下
を
甘

受
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
復
興
を
支
え
た
と
い
う
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
立
場
に
た
っ
た
先
行
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

究
の
見
方
も
ま
た
、
妥
当
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
定
住
先
を
確
認
し
て
議
論
を
終
え
た
い
。
表
4
か
ら
わ
か
る
よ

う
に
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
定
住
地
は
圧
倒
的
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
特
に
ロ
ン
ド
ン
に
集
中
し
た
。

ポ
ー
ラ
ン
ド
人
が
多
く
住
ん
だ
ロ
ン
ド
ン
の
サ
ウ
ス
ケ
ン
ジ
ン
ト
ン
地
区
は
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
回

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

廊
」
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
軍
の
駐
屯
地
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
中
心
で
あ
っ

た
に
も
関
わ
ら
ず
、
結
果
的
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
集
中
し
た
の
は
就
職
の
見
込
み
が
高
か
っ
た

た
め
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
は
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
反
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
感
情
が
強

か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
ア
ト
リ
ー
政
権
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
分
散
さ
せ
る
方
針
を
と
っ
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
た
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の

都
市
部
に
集
中
す
る
傾
向
は
、
再
定
住
が
完
了
し
政
府
の
手
が
放
れ
て
か
ら
、
ま
す
ま
す
強
ま

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
英
国
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
つ
い
て
、
五
三
年
、
『
タ
イ
ム

ズ
』
紙
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
最
近
の
傾
向
と
し
て
は
、
地
方
を
離
れ
、
都
市
に

流
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
工
場
で
よ
い
仕
事
を
見
付
け
る
見
込
み
が
あ
る
か
ら
と
い
う
だ
け
で

な
く
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
に
は
自
民
族
で
固
ま
る
傾
向
が
あ
り
、
大
き
な
街
に
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ク
ラ
ブ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
。
四
六
年
の
受
け
入
れ
決
定
時
に
は
、
外
務
省
や
内
務
省
は
、
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治
安
維
持
や
イ
ギ
リ
ス
社
会
へ
の
同
化
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
を
小
グ
ル
ー
プ
に
分
散
し
、
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
の
形
成
を
避
け
る
こ
と
が
肝
要
」
と
の
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
結
局
は
、
他
の
移
民
と
同
様
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
も
ま
た
、
一
定
の

地
域
に
集
中
す
る
傾
向
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
ア
ト
リ
ー
政
権
の
外
国
人
労
働
力
政
策
は
、
当
初
、
戦
争
捕
虜
を
中
心
と
し
た
臨
時
の
集
団
労
働
力
確
保

に
重
点
を
お
い
て
お
り
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
よ
う
な
恒
久
的
な
労
働
力
を
求
め
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
新
た
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
を
再
定
住
さ

せ
る
必
要
が
出
て
き
た
と
き
、
政
府
は
労
働
組
合
の
説
得
と
住
宅
の
確
保
に
苦
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
「
政
府
計
画
」
と
称
し
て
定

住
の
可
能
性
が
高
い
難
民
を
大
規
模
に
労
働
力
と
し
て
募
集
し
圏
内
の
入
国
不
足
産
業
に
投
入
す
る
政
策
に
ア
ト
リ
ー
政
権
が
乗
り
出
し
た
の

は
、
「
マ
ン
パ
ワ
ー
予
算
」
と
い
う
形
で
生
産
増
大
が
必
要
な
分
野
に
労
働
力
を
重
点
的
に
配
分
す
る
こ
と
が
経
済
危
機
克
服
に
不
可
欠
で
あ

る
と
の
認
識
に
政
府
が
至
っ
た
四
七
年
で
あ
り
、
そ
の
申
で
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
再
定
住
政
策
は
外
国
人
労
働
力
政
策
と
し
て
の
色
彩
を
強
め
て

い
っ
た
。
た
だ
し
、
本
稿
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
「
政
府
計
画
」
に
よ
る
外
国
人
労
働
力
の
投
入
は
、
国
内
の
労
働
力
で
確
保
で
き
な
い
限

ら
れ
た
部
分
を
労
働
省
が
そ
の
配
置
に
介
入
で
き
る
外
国
人
労
働
力
で
埋
め
る
と
い
う
い
わ
ば
応
急
処
置
と
し
て
の
政
策
で
あ
っ
た
。
ポ
ー
ラ

ン
ド
人
は
、
「
政
府
計
画
」
が
実
施
さ
れ
た
四
七
年
か
ら
四
八
年
と
い
う
短
期
間
に
、
「
政
府
計
画
」
で
募
集
さ
れ
た
労
働
者
と
共
に
生
産
目
標

に
達
す
る
う
え
で
不
足
す
る
部
分
を
埋
め
る
労
働
力
と
し
て
吸
収
さ
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
四
九
年
に
な
る
と
こ
の
政
策
は
終
息
に
向
か
い
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
人
に
つ
い
て
は
残
留
者
の
「
質
の
低
下
」
と
も
相
挨
っ
て
、
労
働
省
は
再
び
雇
用
確
保
に
奮
闘
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
む
ろ
ん
、
同
時
期
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
多
く
の
労
働
者
が
流
入
し
て
い
て
お
り
、
五
〇
年
代
以
降
は
植
民
地
や
英
連
邦
諸
国
か
ら
労
働
力

が
大
量
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
も
現
れ
る
よ
う
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
六
〇
年
代
ご
ろ
ま
で
イ
ギ
リ
ス
の
産
業
が
労
働
力
不
足
を
抱
え

た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
ア
ト
リ
ー
政
権
が
求
め
た
の
は
政
府
の
統
制
が
可
能
な
限
ら
れ
た
労
働

力
で
あ
っ
て
、
同
政
権
は
決
し
て
移
民
に
開
放
的
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
移
民
に
対
す
る
そ
の
姿
勢
は
限
定
的
、
選
択
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

実
際
、
住
宅
確
保
な
ど
社
会
的
コ
ス
ト
と
い
う
点
か
ら
、
受
け
入
れ
ら
れ
る
人
数
に
は
限
り
が
あ
る
と
い
う
認
識
も
あ
っ
た
。
国
民
に
戦
時
に

引
き
続
く
「
耐
乏
」
を
要
請
し
た
労
働
党
政
権
は
、
政
府
主
導
で
行
う
外
国
人
受
け
入
れ
に
あ
た
っ
て
世
論
を
強
く
意
識
し
て
慎
重
に
対
処
せ
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ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ポ
ー
ル
の
い
う
よ
う
に
、
ア
ト
リ
ー
政
権
が
行
な
っ
た
こ
れ
ら
の
労
働
者
に
対
す
る
定
住
支

援
が
、
単
純
に
労
働
力
不
足
と
人
口
減
少
に
対
す
る
懸
念
か
ら
「
イ
ギ
リ
ス
人
候
補
」
た
る
「
白
人
」
移
民
を
歓
迎
し
た
故
で
あ
っ
た
か
ど
う

か
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
示
し
た
よ
う
に
、
ポ
ー
ル
が
「
カ
ラ
ー
ド
」
移
民
へ
の
対
応
と
比
較
し
て
そ
の
積

極
性
を
強
調
し
た
世
論
教
育
な
ど
の
社
会
的
な
定
住
支
援
は
、
東
欧
出
身
の
非
帰
国
者
保
護
の
負
担
感
が
高
ま
る
中
、
政
府
が
受
け
入
れ
た
外

国
人
に
対
す
る
国
民
の
誤
解
と
批
判
を
背
景
に
行
わ
れ
た
政
策
で
あ
っ
た
。

　
ア
ト
リ
ー
政
権
の
移
民
政
策
が
「
人
種
」
差
別
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
文
脈
で
は
、
「
政
府
は
一
八
万
入
も
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
労
働

者
を
吸
収
す
る
計
画
に
資
金
を
拠
出
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
帝
国
や
英
連
邦
諸
国
に
潜
在
的
な
労
働
力
の
供
給
源
を
求
め
る
べ
き
十
分
な
理
由

が
あ
っ
た
」
、
あ
る
い
は
「
（
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
な
ど
に
な
さ
れ
た
）
支
援
が
、
カ
ラ
ー
ド
移
民
に
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
形
の
議
論
が
し
ば

し
ば
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
以
上
に
述
べ
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
議
論
は
、
当
時
失
業
に
あ
え
い
で
い
た
植
畏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

地
の
不
満
を
示
す
も
の
と
し
て
は
妥
当
で
あ
っ
て
も
、
同
時
期
の
外
国
人
労
働
力
政
策
や
需
要
を
正
確
に
捉
え
た
上
で
の
議
論
と
は
い
え
な
い
。

四
八
年
か
ら
四
九
年
に
か
け
て
ア
ト
リ
ー
政
権
内
部
で
な
さ
れ
た
植
民
地
か
ら
の
労
働
力
募
集
の
可
能
性
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
労
働
力
獲
得
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

必
要
か
ら
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
植
民
地
の
失
業
改
善
を
求
め
る
植
民
地
省
の
要
請
で
始
ま
っ
た
議
論
で
あ
っ
た
。
四
九
年
に
ア
ト
リ
ー
政

権
が
植
民
地
か
ら
の
労
働
力
募
集
に
否
定
的
見
解
を
出
し
た
背
景
に
「
人
種
」
的
考
慮
が
働
い
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
本
稿
で
も
述
べ

た
よ
う
に
こ
の
時
期
は
ア
ト
リ
ー
政
権
の
外
国
人
労
働
力
政
策
が
縮
小
さ
れ
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

本
稿
は
、
イ
ギ
リ
ス
移
民
政
策
の
「
人
種
」
差
別
性
や
イ
ギ
リ
ス
シ
チ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
「
白
人
」
性
と
い
っ
た
こ
れ
ま
で
の
移
民
研
究
者
の
主

張
と
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
の
国
籍
法
、
ひ
い
て
は
帝
国
支
配
の
あ
り
方
と
関
わ
る
問
題
と
し
て
別
に
議
論

す
る
べ
き
問
題
で
あ
り
、
移
民
政
策
や
外
国
人
労
働
力
政
策
全
体
を
「
人
種
」
の
文
脈
で
解
釈
す
る
の
は
無
理
が
あ
る
と
い
う
の
が
本
稿
の
立

場
で
あ
る
。

　
な
お
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
再
定
住
は
、
単
な
る
外
国
人
労
働
力
の
受
け
入
れ
で
は
な
く
、
女
性
や
子
供
を
含
む
亡
命
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体
を
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受
け
入
れ
る
と
い
う
性
格
を
有
し
て
い
た
。
ア
ト
リ
ー
政
権
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
協
力
を
取
り
付
け
つ
つ
イ
ギ
リ
ス
社
会
へ
の
同
化
を
図
っ
た

が
、
そ
こ
で
重
要
と
な
る
の
は
教
育
や
福
祉
政
策
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
本
稿
で
扱
っ
た
兵
士
の
雇
用
以
上
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
と
イ
ギ
リ
ス
政
府

の
意
向
が
ぶ
つ
か
り
あ
う
場
と
な
っ
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

　
①
ベ
ア
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
と
志
願
労
働
者
の
受
け
入
れ
で
政
府
が
忙
殺
さ
れ
、
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BuPPo　and　Oho，　the　Buddhist　Law　and　Royal　Law

by

HlsANo　Nobuyoshi

　　The　appearance　of　the　concept　of　ninpo人法，　human　law，　which　is　seen　in　the

te㎜s癬ψo励％人法興隆and　nimpo　hanjo人法繁盛（fiourishing　of　human　law）

and　understood｛n　contrast　to　oho］il法（royal　law）and　buppo仏法（Buddhist　law，

dharma），　the　orthodox　conceptions　of　the　social　order　in　medieval　Japan，　has　be－

come　the　focus　of　accounts　of　those　who　seek　to　recount　changes　in　the　concep－

tions　of　the　social　order　in　late－Karnakura　and　early－Nanbokucho　period．　Having

rnade　a　wide－ranging’survey　aRd　investigation　of　the　use　of　the　term　nimpo，　1　have

been　able　to　conclude　that　in　genera｝　ninPo　did　not　refer　to　the　secular　order　in

contrast　to　buPPo，　and　that　it　was　chiefly　used　to　refer　to　the　monks　who　consti－

tuted　temples　communities．　Though　1　was　able　to　confirm　that　the　term　was　wide－

ly　used　for　a　rather　lengthy　period，　it　had　beeR　based　on　the　actual　foundation　of

temple　life．　We　can　also　observe　a　consciousness　of　informing　medieval　Buddhist

hu皿anism　in　that　term．　There　are　some　examples　of　the　usage　of　the　term血a

broader　sense，　unrestricted　to　temples　aRd　monks，　but　these　remained　unde－

veloped，　at　a　s£age　of　potentiality，　and　the　use　of　ninPo　was　imted　to　examples　in

the　narrowly　defined　sense．

　　　　　　　　　　　Tuming　Alien　Servicemen　into　Foreign　Labour：

The　Polish　Resettlement　Policy　of　the　Attlee　Labour　Govemment，　1946－49

by

MIZol〈AMI　Hiromi

　　On　22　May　1946，　the　British　Secretary　of　State　for　Foreigri　Affairs，　Ernest　Be一

血，翻ly　a皿ounced　the　Gover㎜ent’s　po丘cy　on之he　Po賎sh柱oops　in　exile．

These　troops　had　fought　under　the　British　coiumand　during　World　War　II，　but，

after　the　British　recognition　of　the　Polish　Government　of　National　Unity　in　Warsaw
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and　the　rise　of　the　Cold　War，　they　had　become　potiljcaky　embarrassing　for　the

British　government　because　of　their　coRtinuing　allegiance　to　the　unauthorized　Pol－

ish　Government　in　Exile　（in　London）．　Bevin’s　statement　announced　thatthe　Brit－

ish　goveynment　would　disband　the　Potish　Army　in　Exile　and　allow　those　members，

who　preferred　not　to　retum　to　the　communist　dominated　Poland，　to　resettle　in　the

United　Kingdom　（UK）．　To　this　end，　they　formed　a　special　resettlement　organiza－

tion，　named　the　Polish　Resettlement　Corps　（PRC），　as　unarmed　corps　of　the　Brit－

ish　Army　into　which　Poles　were　enlisted　for　the　period　of　their　demobihzation　in

Britain．　The　members　of　the　PRC　who　found　employment　within　two　years　would

be　relegated　to　the　status　of　reserve　and，　under　the　control　of　the　Ministry　of

Labour　and　National　Service，　be　gradually　reintegrated　into　civilian　ffe．　This　point

signaled　the　beginnir｝g　of　the　othciady－controRed　resettlement　of　a　body　of　fore－

igners．　No　such　a　poticy　had　ever　been　carried　out　in　the　British　history．　By　Sep－

tember　1949　when　the　PRC　was　disbanded，　about　114，000　Poles　had　enlisted　into

the　PRC　and　more　than　90．000　ex－rnembers　had　resettled　in　Britain．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

　　So　far，　this　resettlement　policy　has　not　attracted　a　great　deal　of　interest　from

his£orians，　because　it　implemented　as　a　part　of　foreign　labour　policy　during　the

Attlee　years　（1945－1951），　wken　Britain　suffered　from　serious　labour　shortage．

Many　scholars　have　described　the　Attlee　govemment’s　lrrmiigration　policy　as　‘open

door’．　However，　some　historians　who　studied　the　Attlee’s　administration’s　policy

toward　so－called　post－war　‘coloured　immigrants’　point　out　that　the　Attlee　gov－

ernment　tried　to　restrict　tmgration　of　‘coloured’　British　subjects　by　indirect

measures．　For　example，　they　argue，　the　Attlee　governrnent　unsuccessfully　tried

to　put　pressure　on　the　colonial　governments　to　prevent　their　people　from　rrtigrat－

ing　to　the　UK．　Some　of　tihese　historians　a1　gue　that　the　immigration　policy　of　the

Attlee　govemment　was　considerablジracialized’and　even　assert　that　the㎞望a－

tion　of　‘co｝oured’　people　from　the　empk”e　had　nothng　to　do　with　the　‘open　door’

policy　which　was　induced　by　the　manpower　shortage．　ln　this　connection　，　Kathleen

Paul　a1rgues，　by　comparing　the　Attlee　government’s　migration　policy　towards　four

l血ds　of卿an瞭oups，一British　e㎡grants　to　the　Coinmonwealth，　European　fore－

ign　labour　including　Poles，　lrish　immigrants　and　‘coloured　imrnigrants’一，　that　its　im－

migration　policy　was　carried　out　in　order　to　keep　Britain　‘white’　and，　also，　to　main－

tain　the　British　Empire，　by　continuing　the　pre－existing　notion　of　racial　hierarchy．

In　her　argument，　Poles，　along　with　other　European　foreign　workers，　are　defined

as　‘垂盾狽?ｎｔｉａｌ　Britons’　who　were　welcomed，　in　the　short　term，　as　supplementary

labour　and，　in　the　long　term，　as　future　‘British　stock’　to　rr｝ake　up　for　the　British

popu｝ation　decrease．　Her　argument　is　widely　accepted．

　　However，　as　this　article　will　show，　her　argnment　is　based　on　ari　imperfect
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understanding　of　the　Attlee　government’s飴rei即1abour　pokcy．　First，　she面xes

up　different　ldnds　of　policy　unde；　which　each　group　of　European　foreign　workers

was　recruited　and　tmgrated　to　Britain．　ln　order　to　stress　the　active　support　the

Attlee　govemment　made　for　these　‘white’　foreigners，　she　exaggerates　the　extent

of　public　imding　and　various　kinds　of　othcial　assistance　for　their　resettlement，

which，　in　fact，　was　not　extended　to　all　‘white’　foreigners　but　mainly　limited　to　Pol－

ish　ex－se！Tvicemen　and　their　families　under　the　particular　historical　circumstances．

Second，　the　foreign　labour　and　imrnigration　policy　in　the　Attlee　years　was　more

restrictive　and　temporal　than　Paul，　along　with　other　historians，　supposes．　Taking

into　consideration　the　domestic　reaction，　the　Attlee　govemment　treated　quite

selectively　not　only　‘coloured’　but　also　‘wliite’　imrrrigrants．

　　The　aim　of　this　article　is，　by　revealing　the　precise　feature　of　foreign　laboui”　poli－

cy　and　its　tinl〈　with　the　resettlement　policy　of　Poles　in　the　Attlee　years，　to　review

the　conventioRal　understanding　of　the　British　immigration　poljcy　in　the　late　1940s．

While　this　article　does　not　intend　to　negate　the　‘racial’　character　of　the　Byitish　im－

migration　policy　and　its　relation　to　debates　on　‘Britishness’，　it　wgl　highlight　the　dif－

ferent　aspects　of　the　Attlee　administration’s　immigration　policy　in　terms　o£　its　eco－

nomic　and　domestic　poticy，　and　show　the　inadequacy　of　evaluating　its　irnmigration

policy　only　from　the　perspective　of　‘race’．

A　Reconstruction　of　the　Career　of　Odaenathus

by

INOUE　Fuminori

　　In　this　article，　1　try　to　reconstruct　the　career　of　Odaenathus，　the　famous　ruler

of　Palmyra　who　actually　governed　the　Roman　East　in　the　mid－third　century．

According　to　inscriptional　evidence，　he　was　caljed　hyPatiJeos　in　Greek　in　the　years

257／258　and　then　mtqnn’dy　mdnlp’lelh　in　Palmyrene　during　the　period　of　the　emper－

or　Gallienus’　sole　reign　（260－268）．　What　does　hyPatileos　mean　in　terms　of　Roman

institutions　of　government？　The　same　question　applies　to　mtqnn’dy　mdnlp’lelh．

　　Recently，　D．　S．　Potter　has　attempted　to　provide　answeys　to　these　questions．

Concerning　hyPatikos，　he　proposed　that　it　meant　that　Odaenatus　was　given　the　ti－

tle　ornamenta　consularia．　Most　scholars，　such　as　M．　Gawlikowski　and　F．　Millar，

have　thought　that　hyPatikos　meant　consular　governor　and　consequently　Odaenathus
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